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平成２３年第３回大台町議会定例会会議録（第１号） 

 

１．招集の年月日                

  平成２３年９月１２日（月） 

２．招 集 の 場 所                   

  大台町議会議場 

３．開     会 

  ９月１２日（月） 

４．応 招 議 員                

  １番    堀 江 洋 子 君    ２番    廣 田 幸 照 君 

   ３番    山 本 勝 征 君      ４番    小 林 保 男 君 

   ５番    大 西 慶 治 君     ６番    直 江 修 市 君 

  ７番  元 坂 正 人 君     ８番    欠 員 

    ９番  村 田 佶 康 君   １０番    小 野 恵 司 君 

 １１番  前 田 正 勝 君   １２番    中 西 康 雄 君 

１３番    上 岡 國 彦 君    １４番    伊藤勇三郎君 

５．不 応 招 議 員                   

  な し 

６．出 席 議 員 数                   

  １３名 

７．欠 席 議 員                   

  な し
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８．地方自治法第 121条の規定により説明の為出席した者の職氏名 

  町 長  尾 上 武 義 君   副 町 長  余 谷 道 義 君 

  教 育 長  村 田 文 廣 君   総 務 課 長  上 瀬 勉 史 君 

   会 計 管 理 者  高 西 立 八 君   企 画 課 長  東  久 生 君 

  町民福祉課長  磯 田 諄 二 君   健康ほけん課長  大 滝 安 浩 君 

  税 務 課 長  立 井 靖 樹 君   教 育 課 長  野 呂 茂 生 君 

  生活環境課長  鈴 木 好 喜 君   産 業 課 長  野 呂 泰 道 君 

  建 設 課 長  高 松 淳 夫 君   報徳病院事務長  尾 上  薫 君 

  総 合 支 所 長  谷 口 俊 彦 君   大杉谷出張所長  寺 添 幸 男 君 

９．職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  西 山 幸 也 君   同 書 記  北 村 安 子 君 

１０．会議録署名議員の氏名 

  １３番    上 岡 國 彦  君     １４番    伊  藤  勇三郎  君  

１１．議事日程 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４  報告第 ４号  平成２２年度健全化判断比率について 

日程第 ５  報告第 ５号  平成２２年度資金不足比率について 

日程第 ６  報告第 ６号  株式会社フォレスト・ファイターズの経営

状況について 

日程第 ７  報告第 ７号  株式会社エム・エス・ピーの経営状況につ

いて 

日程第 ８  報告第 ８号  株式会社宮川物産の経営状況について 

日程第 ９  報告第 ９号  株式会社宮川観光振興公社の経営状況つい

て 
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日程第１０  報告第１０号  道の駅  奥伊勢おおだい株式会社の経営状

況について 

日程第１１  報告第１１号  株式会社  奥伊勢ハイウェイパークの経営

状況について 

日程第１２  認定第 １号   平成２２年度大台町一般会計歳入歳出決算

認定について 

日程第１３  認定第 ２号   平成２２年度大台町国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算認定について 

日程第１４  認定第 ３号   平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

日程第１５  認定第 ４号   平成２２年度大台町住宅新築資金等貸付事

業特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第１６  認定第 ５号   平成２２年度大台町老人保健事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

日程第１７  認定第 ６号    平成２２年度大台町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

日程第１８  認定第 ７号    平成２２年度大台町生活排水処理事業特別

会計歳入歳出決算認定について 

日程第１９  認定第 ８号   平成２２年度大台町後期高齢者医療事業特

別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第２０  認定第 ９号  平成２２年度大台町国民健康保険病院事業

会計歳入歳出決算認定について 

日程第２１  議案第５７号 和解及び損害賠償の額の決定について 

日程第２２  議案第５８号 平成２３年度大台町一般会計補正予算（第７

号） 

日程弟２３ 議案第５９号 大台町町道路線の認定について（八幡十南
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寺線） 

日程第２４ 議案第６０号 大台町町道路線の変更について（下楠寺前

線） 

日程第２５ 議案第６１号 大台町町道路線の変更について（川向中央

線） 

日程第２６ 議案第６２号 三瀬谷地区統合簡易水道事業導水管布設工事

（第１６工区）請負契約の締結について 

日程第２７ 議案第６３号 大台町地域活性化条例の制定について 

日程第２８ 議案第６４号 大台町地域活性化基金条例の制定について 

日程第２９ 議案第６５号 大台町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について 

日程第３０ 議案第６６号 大台町税条例等の一部を改正する条例につい

て 

日程第３１ 議案第６７号 大台町災害弔慰金の支給等に関する条例の一

部を改正する条例について 

日程第３２ 議案第６８号 平成２３年度大台町一般会計補正予算（第

８号） 

日程第３３ 議案第６９号 平成２３年度大台町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

日程第３４ 議案第７０号 平成２３年度大台町簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号） 

日程第３５ 議案第７１号 平成２３年度大台町住宅新築資金等貸付事

業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３６ 議案第７２号 平成２３年度大台町介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 

日程第３７ 議案第７３号 平成２３年度大台町生活排水処理事業特別
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会計補正予算（第２号） 

日程第３８ 議案第７４号  平成２３年度大台町後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 

日程第３９ 発議第 ４号  議会の委任による町長の専決処分について 

日程第４０ 請願第 １号 「教職員定数改善計画」の着実な実施と教

育予算拡充を求める請願書 

日程第４１ 請願第 ２号  保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わ

る制度の拡充を求める請願書 

日程第４２ 請願第 ３号  義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負

担を求める請願書 

日程第４３ 請願第 ４号  防災対策の見直しをはじめとした総合的な

学校安全対策の充実を求める請願書 
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                         （午前９時００分） 

  ◎開会 

 

○議長（大西慶治君） おはようございます。 

 定刻となりました。 

 ただいまから平成２３年第３回大台町議会定例会を開会します。 

 山本副議長におかれましては、２０分ばかり遅刻するという連絡がありました

ので、知らせます。 

 ただちに本日の会議を開きます。 

 地方自治法第１２１条の規定により、出席された方々の職、氏名は、尾上町長、

余谷副町長、村田教育長、高西会計管理者、上瀬総務課長、立井税務課長、 

大滝健康ほけん課長、磯田町民福祉課長、東企画課長、野呂教育課長、鈴木生活

環境課長、野呂産業課長、高松建設課長、尾上病院事務長、寺添大杉谷出張所長、

谷口総合支所長、以上です。 

 また中井代表監査委員には、何かとお忙しいところ、ご出席をいただき、誠に

ありがとうございます。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りのとおりです。 

 日程については、去る９月５日及び８日に開催された議会運営委員会で協議さ

れた会議の進め方について、事務局長から説明させます。 

 事務局長。 

○議会事務局長（西山幸也君）  おはようございます。 

 それでは、会議の進め方につきまして、ご説明させていただきます。お手元に

配布の会期及び審議の日程表をご覧いただきたいと思います。 

  会期につきましては、本日１２日から１９日までの４日間とさせていただきま

す。 
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  審議の予定でございますが、本日この後、会議録署名議員の指名、会期の決定、

諸般の報告をしていただきます。 

  最初に報告第４号から報告第１１号までの平成２２年度財政健全化判断比率、

資金不足比率、各第三セクターの経営状況につきまして、説明から質疑までをお

願いいたします。 

 次に、認定第１号から認定第９号までの平成２２年度各会計等決算の認定につ

きましては、提案説明をしていただきます。なお、これらにつきましては、総務

教育民生常任委員会に委員会付託とさせていただき、閉会中に連合審査をお願い

したいと思います。 

  次に、議案第５７号から議案第５８号までの提案説明から採決までをお願いい

たします。 

 次に、議案第５９号から議案第７４号までの提案説明をしていただきます。 

 次に、発議第４号の提案説明をしていただきます。 

 次に、請願第１号から請願第４号は、提案説明までとさせていただきますが、 

委員会付託は省略させていただきたいと思います。 

  なお、議事の進行上、会議時間が午後５時を過ぎると認められる場合は、事前

に時間延長手続きをとりながら進めたいと思っております。 

  続きまして、９月１３日は、本会議を再開し、一般質問をしていただきます。

なお、今定例会には４名の方から通告をいただいております。 

  ９月１４日は、議案調査のため休会とさせていただきます。 

  ９月１５日は、本会議を再開し、初めに議会運営委員会、総務教育民生常任委

員会、産業建設常任委員会の閉会中の継続調査の議決をいただきます。 

  次に、議案第５９号から議案第７４号につきまして、質疑から採決までお願い

いたします。次に、発議第４号の質疑から採決までお願いいたします。 

 次に、請願第１号から請願第４号につきましても、質疑から採決までお願いい

たします。なお、採択されますと、議員発議によります意見書案が追加日程で提
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出される予定でございます。 

  また執行部からの追加議案も予定されております。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  
    会議録署名議員の指名 

 

○議長（大西慶治君）  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって 

      １３番    上 岡 國 彦  議員 

      １４番    伊  藤  勇三郎  議員 

を指名します。 

 

  
        会期の決定 

 

○議長（大西慶治君） 日程第２「会期の決定の件」を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１５日までの４日間にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

                      （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 異議なしと認めます。 

  したがって、会期は本日から９月１５日までの４日間に決定しました。 

 

  
    諸般の報告 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３「諸般の報告」を行います。 

  ７月４日、三重県南北縦貫道路建設促進期成同盟会総会が、奥伊勢フォレスト
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ピア宮川山荘で開催され、山本副議長と前田産業建設常任委員長と私が出席しま

した。 

  ７月１１日、三重県町村議会議長会正副会長会が津市で開催され、私が出席し

ました。 

  ７月１４日、一般国道４２号松阪多気バイパス整備促進期成同盟会定期総会が

松阪市で開催され、私が出席しました。 

  ７月２２日、三重県町村議会議長会理事会及び行政視察が、玉城町で開催され、

私が出席しました。 

 ８月３日、三重県町村議会議長会定期総会並びに自治研修会が、津市で開催さ

れ、私が出席しました。 

 ８月２５日、松阪県民センター管内人権トップセミナーが、松阪市で開催され、

私が出席しました。 

 ９月７日、香肌奥伊勢資源化広域連合議会定例会が多気町で開催され、前田産

業建設常任委員長と廣田議員が出席しました。 

  また、監査委員より５月分から７月分の例月出納検査結果報告が提出されてお

ります。お手元にその写しを配布しましたので、ご覧ください。 

○議長（大西慶治君） これで、「諸般の報告」を終わります。 

 

  
      報告第４号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君） 日程第４ 報告第４号「平成２２年度健全化判断比率に

ついて」 

  日程第５  報告第５号「平成２２年度資金不足比率について」 

を一括議題とします。 

  報告第４号及び報告第５号について、説明を求めます。 

  総務課長。 
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○総務課長（上瀬勉史君）  おはようございます。 

 それでは、報告第４号  平成２２年度健全化判断比率につきまして、地方公共

団体の財政の健全化に関する法律第３条第１頃の規定によりご報告申し上げます。 

  実質赤字比率、及び連結実質赤字比率につきましては、いずれも黒字でありま

すことから数値としてはございません。実質公債費比率は１４．４％、将来負担

比率は４５．４％であり、４指標ともに早期健全化基準内であります。別冊の平

成２２年度健全化判断比率報告書を、監査委員さんの審査意見書とあわせて提出

をさせていただきましたので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 続きまして、報告第５号でございます。平成２２年度資金不足比率につきまし

ては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１頃の規定によりご

報告を申し上げます。 

  国民健康保険病院事業会計、簡易水道事業特別会計、及び生活排水処理事業特

別会計につきましては、いずれの会計も資金剰余となっており、資金不足がない

ため経営健全化基準を下回っております。同様に、別冊の平成２２年度資金不足

比率報告書を、監査委員さんの審査意見書とあわせて提出をさせていただきまし

たので、重ねてよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（大西慶治君） ただいま説明のありました件について、監査委員から平

成２２年度財政健全化審査意見書、及び平成２２年度経営健全化審査意見書が提

出されておりますので、監査委員の報告を求めます。 

  中井監査委員。 

○監査委員（中井裕君）  それでは監査委員を代表いたしまして、私からご報告

を申し上げます。 

  監査委員意見書は報告書の上段に記載のページ数５ページでございます。まず、

平成２２年度財政健全化判断比率の審査結果を報告申し上げます。 

  審査は、平成２３年８月４日に実施し、審査に付された関係書類は適正に作 

成されているものと認められました。また、実質赤字比率、連結実質赤字比率、 
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実質公債比率、及び将来負担比率の４指標は、いずれも早期健全化基準を下回っ

ており、指摘する事項は特にありませんでした。 

  次に、上段に記載のページ数、１５ページでございます。平成２２年度資金不

足比率の審査結果を報告申し上げます。審査はいずれの会計も平成２３年８月４

日に実施しました。 

  審査の結果は、国民健康保険病院事業会計については、審査に付された関係書

類は適正に作成されているものと認められました。なお流動資産額が流動負債額

を上回っているので、資金不足比率は算出されず、経営健全化基準を下回っては

いますが、当年度純損失が生じていることから、一層の経営改善を要望したとこ

ろでございます。 

  １６ページ、１７ページの簡易水道事業特別会計及び生活排水処理事業特別会

計については、歳入額が歳出額を上回り、資金不足の状態にはなく、経営健全化

基準を下回っております。是正改善を指摘する事項は特にありませんでした。 

  以上で、財政健全化及び経営健全化審査の報告を終わります。 

○議長（大西慶治君）  報告第４号及び報告第５号について、質疑があればお受

けします。 

  質疑はありませんか。 

  直江議員。 

○６番（直江修市君） 

 ただいま監査委員さんから意見書につきましての説明がございました。上段の

５ページに個別意見としまして、将来負担比率について、「２１年度と比べても

改善の傾向が見られる」ということでありまして、２１年度６８．９％であった

のが、４５．４％ということで改善されておるというご意見でございました。 

このことにつきまして、説明を求めたいと思います。どういうふうな方策でもっ

て改善がなされたのか。伺いたいと思います。 

 もう一点、先の全員協議会で２２年度の決算を踏まえまして、普通会計のシミ
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ュレーションが示されましたけれども、先々ですね、こういうふうな数値の確保

ということにつきましては、試算におきましてもですね、早期健全化基準を下回

るようなことになるんか、その点につきましても伺いたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君） 直江議員さんのご質問にお答えをいたしたいと思い

ます。将来負担比率が改善された理由でございます。基本的には、一番大きな理

由といたしましては、交付税が昨年度よりも増えたというのが、一番の大きな原

因でございます。 

 当然、事務改善も進めておりますけれども、実質公債比率を算定する式の分母

が標準財政規模となっておりますことから、標準財政規模が増えたことによりま

して、地方債も、標準財政規模が分母で、分子は地方債の元利償還金でございま

すけれども、元利償還金が減っていることも事実でございますけれども、 

これだけ大きく下がったのは、いわゆる交付税が従来より増えたということでご

ざいます。 

 そして、将来の数値の行方ということでございますけれども、平成３５年まで

のシミュレーションをお出ししておるところでございますけれども、その中にも

お示しをさせていただいたと思いますけれども、いわゆる公債費が増えてまいり

ます。いわゆる簡易水道部分が増えてまいりますので、早期健全化基準内ではご

ざいますけれども、数値としてはいわゆる高い値で推移するものと思っておりま

す。 

○議長（大西慶治君） ほかにありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第４号 「平成２２年度健全化判断比率について」、報告第５号 

「平成２２年度資金不足比率について」を終わります。 
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        報告第６号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君） 日程第６  報告第６号「株式会社フォレスト・ファイタ

ーズの経営状況について」を議題とします。 

  本件について説明を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  おはようございます。 

 報告第６号  株式会社フォレスト・ファイターズの経営状況につきまして、ご

報告申し上げます。 

  事業報告書 

１．事業の概要 

（１）事業の経過及び成果 

  当期における我が国の経済は、景気回復の兆しが見られはじめたものの、円高

の進行や株式市場の不安定な背景の中、東日本大震災が起こるなど、行き先不透

明な状況が続いております。林業業界におきましては、農林水産省が平成２１年

１２月、日本の森林・林業を再生する指針となる「森林・林業再生プラン」を策

定して、１０年後の木材自給率５０％以上を目指して、効率的かつ安定的な林業

経営の基盤づくりを進めるとともに、木材の安定供給と利用に必要な体制を構築

することとなりました。さらに平成２２年６月に閣議決定された、「新成長戦

略」では「森林・林業再生プラン」が、国家戦略プロジェクトの一つに位置づけ

られ、林業２１世紀の我が国の全体の成長を支える分野として期待されています。 

 このような情勢下、当社の経営状況は、４月に３名の新規採用を行い、業務体

制の充実を図り、指導育成しながらの少数での効率的な事業計画のもと、事業を

推進しました。 

 以上の結果、当期の売上高は７２４１万９０００円、前年同期比５１．９％増

となり、当期利益が３１２万８０００円、同比３５．５％増となりました。その
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要因といたしましては、７１ｈａの森林整備加速化・林業再生基金事業や、１３

６haの森林環境創造事業、４７ｈａの保安林整備事業など大規模な集約化された

事業地の確保により、効率的に作業が進んだこと、緑の雇用事業・林業基金事業

などによる助成があったこと。１月以降の大雪、残雪などの悪条件の中、３月末

までに事業を完了させたことなどによるものと考えられます。 

  高性能林業機械を活用して、高い生産性を目指す取り組みとしましては、森林

農地整備センター（旧公団）、龍亦での間伐搬出、搬出材積４９０立方メートル、

東又町有林で間伐搬出、搬出材積５００立方メートル、作業道の延長開設工事６

７５ｍを行い、森林整備加速化・林業再生基金事業では、総延長４１２ｍの作業

道開設工事並びに間伐搬出２３３立方メートルを行いました。高性能林業機械係

の運転技能集会への参加、資格を取得して搬出技術の向上を目指しました。 

 労働災害防止といたしましては、安全衛生教育の実施、安全祈願祭の実施、労

働災害防止集会への参加、健康診断の実施、作業中の安全確保励行等により、事

業を推進いたしましたが、残念ながら休業４日以上の労働災害２件が発生いたし

ました。 

 今後も社員一同、安全第一にそして林業技術向上に努め、事業拡大を目指して

まいります。 

 ２ページをお願いいたします。 

（２）営業成績及び財産の状況の推移 

 ２２年度のみご報告いたします。売上高７２４１万９０００円、当期利益３１

２万８０００円、１株当り当期利益１０４２円、総資産１億９５２９万８０００

円。 

 会社の概況につきましては、説明を省略させていただきます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 ３．会社が対処すべき課題 

 戦後を中心に植林された人工林が、造林・保育による資源の造成期から資源の
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利用期に移行する段階になり、事業も切捨間伐中心から、利用間伐に重点をおく

事業へ移行してきております。 

 このような中、平成２３年度におきましては、利用間伐、木材搬出事業の年間

の事業比増加、そして木材搬出材積の増加を念頭におき、集約化施業を行い、効

率よく利用間伐、木材搬出を行うことが重要な課題であります。 

 利用間伐を含む集約化施業を進めるにあたっては、高性能林業機械の導入を図

るとともに、作業道開設など地域の森林所有者への提案型の施業を行い、信頼関

係を構築し、長期的な施業計画を締結して、事業量を確保し、将来的に安定した

経営を目指していくことが必要であります。 

 これらの計画を実施するにあたって、次の課題に取り組みます。 

 １．木材搬出作業の効率化を図るため、高性能林業機械等の整備を行い、木材

搬出材積の増加に向けた取り組みを進めます。 

 ２．集約化施業を行うにあたり、森林所有者へ事業計画の提案、施業実施まで

行える人材の育成に取り組みながら、森林組合とさらに連携を強め、事業の実施

に努めます。 

 ３．作業道開設、Ｈ型集材など高性能林業機械の使用や、集材架線作業が増え

ることにより、作業中の危険度が増すため、今まで以上に細心の注意を払い労働

災害防止に努めます。 

 ５ページ、「平成２２年度事業実績表」では、一般事業で主なものでは、除

伐・間伐１４５．０２ｈａ、３２８４万４０００円の事業となっております。補

助事業では測量、間伐７１．５ｈａ、１７５０万円、小計といたしまして６４２

４万８００円でございます。木材販売事業では、素材販売といたしまして、７３

１．２５３立法メートル、８１５万５４４３円、木工加工事業、木工品販売他で

２万３１８９円、合計といたしまして７２４１万９４３２円でございます。 

 ７ページの「貸借対照表」では、「資産の部」、流動資産１億９４２９万７０

７円、固定資産１００万８１９６円、資産の部の合計１億９５２９万８９０３円



 16 

です。「負債の部」、流動負債９５６万９９６８円、負債の部の合計９５６万９

９６８円、純資産の部、株式資本１億８５７２万８９３５円、純資産の部の合計

１億８５７２万８９３５円、負債及び純資産の合計といたしまして、１億９５２

９万８９０３円でございます。 

 ８ページ、「損益計算書」では、売上高の合計７２４１万９４３２円、売上原

価が５７２８万３６７４円で、差引１５１３万５７５８円の売上総利益となって

おります。販売費及び一般管理費が１５００万２４０８円で、売上総利益から販

売費及び一般管理費を差引いたしまして、１３万３３５０円の営業利益となって

おります。営業外収益４６５万４９０円を加え、経常利益といたしましては５９

万８８４０円でございます。特別利益４９６万８７１３円を加え、税引前当期純

利益５５６万７５５３円に、法人税等２４３万９２００円を差引して当期純利益

は３１２万８３５３円でございます。 

 ９ページ、「販売費及び一般管理費内訳書」につきましては、説明を省略させ

ていただきます。 

 また１０ページ、「製造原価報告書」につきましても、説明を省略させていた

だきます。 

 １１ページをお願いいたします。「株主資本等変動計算書」につきましては、

株主資本合計のみご報告いたします。前期末残高１億８２６０万５８２円、当期

変動額、当期純利益３１２万８３５３円、当期変動額合計３１２万８３５３円、

当期末残高１億８５７２万８９３５円でございます。純資産合計も同額でござい

ます。 

 １２ページ、１３ページの説明は省略をさせていただき、以上で報告を終わら

せていただきます。 

○議長（大西慶治君）  報告第６号について、質疑があればお受けします。 

 質疑はありませんか。 

  直江議員。 
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○６番（直江修市君）  ２ページにですね、「２２年度の当期利益」ということ

で、３１２万８０００円の報告であります。２１年度以前の数字と比較してきま

すと、例えば２１年度４７６７万１０００円の売上高で、２３０万７０００円の

利益が出ておるというような数字なんですけれども、２２年度売上高に比して、

当期利益が少ないではないかというふうに、まず思います。そこで、ずっと今、

説明がございました。８ページのほうに営業利益金額として、１３万３０００円

と、売上高に対して原価を引きますと、実質１３万３０００円の利益ということ

でありまして、この２ページの３００万円からの利益があったというのは、先ほ

ど説明のございましたように、緑の雇用関係の補助金ですね、特別利益が５００

万円近くあったというようなことが、２２年度の当期利益の３００万円に結びつ

いてきておるんではないかというふうに思うんですけれども、実質の売上高に対

する一般管理費等との相殺からいって、１３万円ぐらいの利益なんですけども、

ファイターズの事業をみますと、ほとんどいわゆる公共事業といわれる中身です。 

加速化事業や環境整備事業や、保安林関係ですね、ほとんど補助金による事業

で、１カ年やってこられたということなんです。そういうある程度、経費を見込

んだ試算がされて、補助金が交付されておりますので、何とか１３万ですけれど

も、利益を得ることができたという状況なんですけれども、戻りまして売上高に

対して、当期利益がちょっと低いように感じますので、その点についての説明、

当然、一般管理費が売上高に比して掛かったということなんだというふうに思い

ますけれども、その点につきましての説明を一点伺いたいというふうに思います。 

 それから、すいません。それから５ページに木材販売事業で、素材販売８１５

万５０００円というふうな結果であったということなんですけれども、この売上

高に比してですね、どれぐらい経費が掛かったのか、いつも聞くことなんですけ

れども、この点につきましても説明を求めたいと思います。２点。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  まず、「売上高に対して利益が少ないのでは」とい
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うことで、このファイターズ自体が実施しておる事業につきましては、大半を補

助事業ということで実施させていただいております。また新たに採用された社員

等も、やはりここ数年若い世代に交代しとるということで、能力的にはできるだ

け指導しながら、能力を高めていくというような方向では行っておるわけでござ

いますが、やはりそういった一人前というところでは、まだ少しなっておらない

ということもあって、事業に対する収益性、維持管理が高く、収益があがらない

事業があがっていないというようなことでございます。これは年々技術的な向上

することによって、その分が結果として埋まるんではないかと思っております。 

 ２点目の５ページにおけるところの木材販売事業での素材販売、事業費として

は８１５万５４４３円に対しての売上、ちょっと少しお待ちいただきたいと思い

ます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君）  暫時、休憩します。 

                      （午前９時３５分 休憩） 

                      （午前９時３６分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  この素材販売におきますところの７３１．２５３立

方メートル、これにつきましては、大半が公団の関係を実施させていただいてお

ります。販売金額といたしましては、そこに書いてある８１５万５４４３円でご

ざいますが、平均単価といたしましては、１万１１５３円、立米当り１万１１５

３円で、これは手数料等も含んだ単価でございます。 
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○議長（大西慶治君）  暫時、休憩します。 

                      （午前９時３７分 休憩） 

                      （午前９時３８分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君）  しばらく休憩をいたします。 

 再開は９時５５分とします。 

                      （午前９時３８分 休憩） 

                      （午前９時５５分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  大変、失礼いたしました。 

 直江議員さんのご質問の中で、５ページにおけるところの「木材販売事業にか

かる８１５万５４４３円の経費について」でございます。まず一人当りの搬出実

績につきましては、２．９立法メートルでございます。今回の素材販売におきま

すところの７３１．２５３を割りますと、２．９で割りますと２５２．１５、工

数になります。一人当りの金額といたしましては、２万４７００円でございます。

その工数２５２にかけますと経費といたしましては６２２万４４００円かかって

おります。その残りにつきまして、約１９３万１０４２円あるわけでございます

が、機械代とかトラック燃料代と、そのものの経費がかかってきまして、ほとん

どこの事業につきましては、収益的なものが余り少ないというようなことでござ

います。以上でございます。 
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○議長（大西慶治君）  ほかにございませんか。 

                      （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第６号 「株式会社フォレスト・ファイターズの経営状況につい

て」を終わります。 

 

  
       報告第７号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君）  日程第７  報告第７号「株式会社エム・エス・ピーの経

営状況について」を議題とします。 

  本件について説明を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  報告第７号  株式会社エム・エス・ピーの経営状況

につきましてご報告申し上げます。 

  事業報告 

 １．事業の概況 

（１）事業の経過及び成果 

  当期の我が国の経済は、輸出向けの生産の増加や企業収益の改善等により、緩

やかな回復傾向にありました。しかしながら、長期的なデフレ傾向と依然として

厳しい雇用環境などから、個人消費は低迷し厳しい状況で推移しました。住宅業

界におきましては、住宅エコポイント制度など、政府による住宅取得支援策が追

い風となり、リーマンショック以降、急激に減少していた全国新設住宅着工戸数

は２年ぶりに増加しました。 

 国土交通省の発表による、平成２２年度４月から３月の全国の新設住宅着工戸

数は８１万９０２０戸、前年同期比５．６％増となりました。内訳は持家が３０

万８５１７戸（同比７．５％増）、借家が２９万１８４０戸（同比６．３％減）、
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分譲が２１万２０８３戸（同比２９．６％増）となっております。 

  愛知県におきましては、持ち家が２万３４３９戸（同比１３．３％増）、借家が

１万９８９９戸（同比１１．３％減）、分譲が１万３７５８戸（同比２４．５％

増）となりました。 

  三重県におきましても、持ち家が６２２４戸（同比５．９％増）、借家が２７

８８戸（同比２７．８％減）、分譲が１０４３戸（同比３４．４％増）となりま

した。プレカット業界におきましては、住宅業界の回復に合わせ４月後半より、

徐々に稼働率が上がりはじめ、早い段階でピークを迎えましたが、１２月以降は

断熱材不足の影響による着工遅れから、加工依頼の遅れも目立ちました。 

このような状況の中、当社におきましては、一般受注先からの受注は減少したも

のの、大口受給からの受注が計画どおり推移したため、もっとも加工が集中する

時期には３交代でのフル操業に切り替えるなどの対応で、遅れのない加工に努め

ました。 

  以上の結果、当社の当期の売上高は３億７８００万円（同比３．３％減）と

なりました。事業別内訳は、軸組加工事業が加工棟数６００棟（同比５．６％

増）、加工面積７万６６６２平方メートル（同比４．７％増）、売上金額１億

９８００万円（同比０．７％減）となりました。 

  一方、羽柄加工事業におきましては加工棟数５３４棟（同比５．３％増）、加

工面積６万９７００平方メートル（同比４．５％増）、売上金額１億８０００万

円（同比６％減）となりました。加工棟数が増加したにもかかわらず、売上高が

減少した主な要因は、羽柄加工事業における大口受注先の合板仕入れ変更による

ものです。 

  経常利益は２１００万円、同比２１．８％減、法人税等控除した当期純利益は

１３００万円、同比２０．７％減となりました。 

（２）会社が対処すべき課題 

  本年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により我が国の経済は、未曾
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有の損失を被ることが予想されております。今後の見通しにつきましては、この

震災が住宅業界に大きな影響を与えることが必至で、資材不足による建築着工時

期の遅れや工事期間の長期化、行き先不透明感による心理的不安が消費者の買い

控えを誘因し、自粛ムードとあいまって景気が低迷することが考えられます。 

 プレカット業界におきましても、震災以降、合板等の資材の不足や流通の混乱

により稼働率が低下する工場も出ております。当社は木材、合板等の材料は顧客

支給とする賃加工を主としているため、大きな影響を受けることなく稼働するこ

とができました。また、第三セクターの会社として、大台町並びに三重県木材組

合連合会等から、応急仮設住宅の供給協力要請にも取り組みはじめております。

本年度は多種加工機の導入や、新在来工法（ＡＰＳ工法）の加工ができるよう既

存軸組加工機の改良を行いました。新しい機械の性能をいかした生産性の向上や

新在来工法をアピールすることによる、新規顧客の開拓に取り組み、商圏でのシ

ェアアップを図ってまいります。 

（３）財産及び損益の状況の推移では、２２年度のみご報告いたします。売上高

３億７８５０万円、当期純利益１３５０万９０００円、一株当り当期純利益２万

２５１６．６４円、総資産２億６２０３万５０００円でございます。 

 ２．会社概要の説明は省略させていただきます。 

 ５ページ、「貸借対照表」では資産の部の合計といたしまして、２億６２０３

万５０００円で、内訳といたしまして、流動資産９２９７万５０００円、固定資

産１億６９０５万９０００円でございます。合計２億６２０３万５０００円、負

債の部の計といたしまして、６９８１万７０００円、内訳といたしまして、流動

負債６４１５万２０００円、固定負債５６６万４０００円でございます。純資産

の部の計が１億９２２１万７０００円、合計といたしまして２億６２０３万５０

００円でございます。 

 次に、６ページ「損益計算書」では、売上高の合計が３億７８５０万円、売上

原価３億１２０３万３０００円で、差引６６４６万６０００円の売上総利益とな



 23 

っております。販売費及び一般管理費が４４５６万４０００円で、売上総利益か

ら販売費及び一般管理費を差引いたしまして、２１９０万２０００円の営業利益

となっております。営業外収益が５万４０００円、営業外費用７１万４０００円

を差引いたしまして、経常利益が２１２４万２０００円でございます。特別利益

が２４万円、特別損失が１万７０００円で、税引前当期純利益２１４６万４００

０円に、法人税等調整額７９５万５０００円を差引いたしまして、当期純利益と

いたしまして１３５０万９０００円でございます。 

 ７ページ、「販売費及び一般管理費」の明細につきましては、説明を省略させ

ていただきます。 

 ８ページ、「株式資本等変動計算書」につきましては、株主資本合計のみご報

告いたします。前期末残高１億８０２０万７０００円、当期変動額、剰余金の配

当マイナスの１５０万円、当期純利益１３５０万９０００円、当期変動額合計と

いたしまして１２００万９０００円でございます。当期末残高といたしまして１

億９２２１万７０００円でございます。純資産合計も同額でございます。 

 ９から１１ページの説明は省略をさせていただき、以上で報告を終わさせてい

ただきます。 

○議長（大西慶治君）  報告第７号について、質疑があればお受けいたし 

ます。質疑はありませんか。 

                      （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第７号 「株式会社エム・エス・ピーの経営状況について」を終

わります。 

 

  
       報告第８号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君）  日程第８  報告第８号「株式会社宮川物産の経営状況に
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ついて」を議題とします。 

  本件について説明を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  報告第８号  株式会社宮川物産の経営状況につきま

して、ご報告申し上げます。 

  営業報告書 

 １．営業の概況 

（１）営業の経過及び成果 

  いまだに経済の情勢は低迷を続けており、政権交代後の政府の景気回復の施策

も我々一般にはなかなか届かないように感じられます。 

  さて今期は、産業支援センターの補助事業を受け新商品の開発に着手し、今ま

での蕗を使用した新しい商品の開発や、山菜にこだわらない違った種類の商品を

造出することができました。これらの商品の販売に力を入れてまいりましたが、

何分景気の低迷には歯止めがきかない状況にあり、経営内容には厳しいものがあ

りました。また東北地方太平洋沖地震が今後我々にどのような影響をもたらすか

見守っていかなければなりません。 

 さて今期売上高は３８１９万２０００円、前期より２２９万５０００円減、５．

７％減の実績に止まりました。内容といたしましては、既存商品２７９７万９０

００円、１７３万５０００円の減、マイナス６．２％でございます。業務用６８

８万３０００円、１０７万２０００円、１５．６％のマイナスでございます。 

 加工請負といたしまして、１０８万９０００円、３７万９０００円の減でござ

います。マイナスの３４．８％。新商品２２４万１０００円、８９万１０００円

の増で、プラスといたしまして３９．８％でございます。商品の単品の販売増も

重要ですが、他の企業と連携した新商品開発や食堂などの業務用としての販路開

拓を図ることも大切だと考えます。今後も地元生産者とともに、地域の活性化の

ために、町とも強調しながら運営をしていきたいと考えます。 
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（２）今後の課題 

イ）現行商品のリニューアル及びＰＲ 

ロ）食堂やスーパー向け用である業務用食材の販路拡大 

ハ）ゆずプロジェクトに伴う、生産及び栽培への取り組みとゆず商品の共同開発

への着手 

 ２ページをお願いします。（３）主な農林水産物（畜産物を含む）仕入れ状況

につきましては、説明を省略させていただきます。 

 （４）営業成績及び財産状況の推移につきましては、２２年度のみご報告申し

上げます。経常利益といたしまして、７４万６０００円、当期利益といたしまし

てマイナス９２万３０００円、一株当り当期利益マイナス２３０９．４８円です。

総資産といたしまして３０１４万７０００円、次期繰越剰余金５１７万１０００

円、助成金２２９万９０００円でございます。 

  ３ページと４ページの説明は省略をさせていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。「貸借対照表」で、「資産の部」、流動資産の

合計２９８７万３５７８円、２の固定資産の計２７万４１８８円、繰越資産は０

です。資産の部の合計といたしまして、３０１４万７７６６円でございます。 

 ６ページ「負債の部」、流動負債の計４９７万６４０２円、固定負債０でござ

います。負債の」の合計といたしまして、４９７万６４０２円でございます。純

資産の部、株主資本の計２５１７万１３６４円、評価換算差額等０円です。新株、

予約権０円です。純資産の部の合計といたしまして、２５１７万１３６４円、負

債純資産の部の合計といたしまして、３０１４万７７６６円でございます。すい

ません５ページの繰延資産、ちょっと言い間違いました。繰延資産でございます。 

 続きまして、７ページの「損益計算書」では、売上高の合計が３８１９万２５

６０円、売上原価が３１５７万５７１１円で、差引６１６万６８４９円の売上総

利益となっております。 

 販売費及び一般管理費が６１６万２１７８円で、売上総利益から販売費及び一
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般管理費を差引いたしまして、４５万４６７１円の営業利益となっております。

営業外収益２９万１４８８円を加え、経常利益といたしまして７４万６１５９円

でございます。特別利益２２９万９５６５円、特別損失３７８万９５１８円を差

引いたしまして、税引前の当期純損失７４万３７９４円、法人税、住民税及び事

業税１８万円を加えて、当期純損失といたしまして９２万３７９４円でございま

す。 

 ８ページ、９ページの説明につきましては、省略させていただきます。 

 １０ページ「株主資本等変動計算書」につきましては、中段の株主資本合計の

み報告をさせていただきます。まず、当期変動額２６０９万５１５８円、当期純

損失マイナス９２万３７９４円、当期末残高２５１７万１３６４円で、純資産の

部の合計も同額でございます。 

 １１ページ、１２ページの説明は省略させていただき、以上で報告を終わらせ

ていただきます。 

○議長（大西慶治君）  報告第８号について、質疑があればお受けします。 

 質疑はありませんか。 

  直江議員。 

○６番（直江修市君）  ５ページ、いま「貸借対照表」についての説明がござい

ました。その棚卸資産というのが毎年１０００万円以上、２２年度１３００万円

というようなことで、商品が残っておるということですね。物産では食品ですわ

ね。食べるもんということですんで、当然、賞味期限等があるわけなんで、この

棚卸資産そのものは財産ということで、販売対象になってくるんだとは思います

けども、その賞味期限切れ等で廃棄処分せざるをえんというような商品というの

は、どれぐらいあるんですか。そういったものは、こういった営業報告には全然

あがってこないんですか。あがってきているんですか、その点ちょっと説明願い

たい。 
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○議長（大西慶治君）  暫時、休憩します。 

                     （午前１０時１８分 休憩） 

                     （午前１０時１９分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に続き会議を開きます。 

 産業課長。 

  しばらく休憩します。 

 再開は１０時２５分とします。 

                     （午前１０時１９分 休憩） 

                     （午前１０時２５分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  誠に申しわけございません。 

 直江議員から「棚卸しの中での賞味期限等で発生するものがないのか」という

ことでございます。ほとんどが注文によって発生するということでございます。

賞味期限切れが発生するということはないということでございます。以上でござ

います。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 前田議員。 

○１１番（前田正勝君） ちょっと伺いたいんですが、「営業の経過及び成果」

のところで、「産業支援センター」とこうあるんですが、「この補助事業を受け

て新商品の開発云々」とあるんですが、この支援センターなるもののちょっと詳

細をお教え願いたいんですが、どこら辺の補助事業までやるのか。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 
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○産業課長（野呂泰道君）  産業支援センターにつきまして、前田議員さんのほ

うからご質問でございます。産業支援センターについての内容の説明でございま

す。 

 今回、財団法人三重県産業支援センター等によりまして、「みえ地域コミュニ

ティ応援ファンド」というのがございます。地域資源活用型助成金事業というの

がございまして、この目的につきましては、宮川の水が生み出すこの地域でとれ

る山菜、川魚、ジビエ等を加工して、新しい商品の開発やら試作品の開発を行い、

多様な商品形態で販路開拓や販売量を確保していくというような、そういった取

り組みの事業を実施させていただきました。応援ファンドの助成金の金額といた

しましては２００万円、自己資金といたしまして１２０万８８００円、合計とい

たしまして３２０万８８００円の事業を実施させていただきました。以上でござ

います。 

○議長（大西慶治君） 前田議員。 

○１１番（前田正勝君） この支援センターなるものは、今後もいわゆる宮川物

産、仮に宮川物産なんかそうですが、年度もまたいでまたそれは支援をしてくれ

るというような事業なんですか。続けて連続というのか、年度ごと、商品ごとと

いう話なのか、続いて行けるもんですか。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  この先ほど言わさせていただいた目的に応じてそれ

ぞれ今後も産業支援センターの事業がございます。それなりにやっぱりきちっと

した目的を持って、対応することで、当然、審査がございまして、なかなか同じ

ような内容の企画であげても、競争がかなりあるということで、やっぱりそうい

った地域を活性化していくための要素というものを、やはり会社自体が打ち出し

て対応していくということで、今後も実施されます。以上でございます。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 堀江議員。 
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○１番（堀江洋子君） （１）の営業の経過及び成果、その記述の中で「他企

業と連携した商品開発や食堂などの業務用としての販路拡大を図ることも大切

だと考えます」と、このように記述されているわけなんですけれども、この

「他企業」というのは、どのような企業を指されているのかという点を伺いた

いのと、また「今後の課題」の中で「現行商品のリニューアル及びＰＲ」とい

うことで、課題として「イ」で掲げられているんですけれども、現行商品のリ

ニューアルということは、色々商品あると思うんですが、全商品ということで、

順次リニューアルされていくのかという点、どの商品をもってそういうふうに

課題として掲げられているのかという点を伺いたいと思います。 

 またロ、「今後の課題」の「ロ」として、「食堂やスーパー向け用である業務

用食材の販路拡大」というふうに課題がなっているんですけど、社員１０名とい

うことですけれども、その正社員が１名、臨時社員が３名、パート・アルバイト

６名というふうなこの状況のもとで、そういう販路拡大に向けての体制がとられ

て、課題が解決されていくのか、その点についても伺いたいと思いますし、

「ハ」で「ゆずプロジェクトに伴う生産及び栽培への取り組みとゆず商品の共同

開発への着手」というふうになっていますけれども、その「ゆずプロジェクト」

というプロジェクトについての詳しい説明を求めたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  ４点ほどご質問いただきました。まず１点目でござ

います。「他の企業」ということで、今後の課題の（ハ）に関係することなんで

すけれども、ゆずの関係で、辻製油という会社といろいろその取り組みをやって

おります。それと「伊勢萬」という会社ともいま現在、その取り組みをやってお

ります。これらのいろいろな業者との関わりの中で、大台町の地域ができるだけ

栄えていけるような、そういったところで業者間と連携を持ちながらやることに

よって、それぞれの地域の資源が活用できるということで進めていきたいと考え

ております。 
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 次に、今後の課題の中の「リニューアル及びＰＲをどのようにしていくんか」

ということでございます。現行商品、それぞれあるわけなんですが、やっぱり時

の情勢の中では、やっぱりその包装をかけたりとか、量的なものを考えたりとか、

ニーズによってはそれぞれいろいろな品物を使いながら取り組んでいくことを、

やっぱり情勢に合わせて考えていくということも、してかなければならないんじ

ゃないかと、従来の形ばっか取っていても、やっぱり世代の交代もあったりしま

すので、そういったこともやっぱり考えていく必要があるんではないかというよ

うなことで、いま既存のやつをもう一度見直す要素もあるんではないかというこ

とを考えております。 

 （ロ）の「食堂やスーバーに向けての業務用食材の販路拡大」ということで、

「職員数が少ないのに、どうするのか」ということでございます。大変責任者、

採用したわけですが、責任者も１年足らずということで、加工のことやら、販売

のことやらということで、大変忙しい中、やはり経営をしようと思うと、それな

りに売り込んで行かなければならないということもあって、一部応援もしていた

だきながらですね、分らん点、今の責任者が努力をしております。そういった中

で、なおかつここの業績を上げるためには、やはり新たな販路も求めていかなけ

れば、言うたら加工もして、営業もするということで、人数はこの中で、男、正

社員１名なんですけれども、やっぱりフルに対応していかなければならないと考

えております。 

 それと（ハ）の「ゆずプロジェクト」についてでございます。少しお待ちいた

だきたいと思います。 

 

  
 

○議長（大西慶治君）  暫時、休憩します。 

                     （午前１０時３５分 休憩） 

                     （午前１０時３６分 再開） 
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○議長（大西慶治君） 休憩前に続き会議を開きます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  失礼しました。 

 この事業につきましては、多気町、大台町、松阪市、三重大が中心となって、

産学官連携という中で、三重大学、それと今言いましたように、松阪、多気、大

台と、この中にゆずを植えて、今後これまで辻製油という会社等が、四国からそ

れぞれ馬路村からのほうから、皮を輸入しようと、この地域での特産品というこ

とで、できることによって、それぞれ活用する会社、松阪にあるわけなんですけ

ど、そこで使用していくという、そういった連携を持ちながらやるということで、

この３市町におけるところ２万本植えていくという計画を、２年前から実施して

おります。 

 この町においても、荒廃する農地等が多く出てきますので、既にもう植えさせ

てはいただいておりますが、今後も住民の皆さんに要望を取りながら、このゆず

を植えて、それぞれ植えるだけで、ある程度販売できる、加工販売できるところ

の場所を、ある程度ストックして、皆さんに協力していただくというこのゆずプ

ロジェクトが、もう既に動いておりまして、今後これを題材として取り組んでい

きたいという事業でございます。以上でございます。 

○議長（大西慶治君）  ほかに、堀江議員。 

○１番（堀江洋子君） その販路拡大の体制のことで、心配に思う点があるんで

すけども、加工もして、販売もしてという状況ですね。やはり私、いまの体制で

はちょっと苦しいところがあるんじゃないかなと思うんです。課題として掲げら

れるのはいいんですけれど、そういう社員の状況をもう少し改善していくという

ような取り組みというのはできないのかなと思うんです。正社員一人の方で、応

援もいただきながらやっていただいているとは思いますけれども、その点をもっ
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と充実していくことが必要であると考えますので、その点、伺いたいと思います

し、そのゆずのプロジェクトなんですけれど、そのゆずを２万本植えてというこ

とで、お伺いをいたしましたけれども、そのゆず商品を２万本植えて、それをど

ういった商品に開発して行くということを伺いたいと思います。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） 現在のところ宮川物産の職員、男性１名と正社員１

名ということで、先ほども「加工もし、販売もし」というようなことで、大変一

人の業務ではえらいんじゃないかと、それで今後どうして行くんかということで

ございます。確かに全体的なものを、どんどん商品ができて、ある程度販売拡大

をしていかなければならない時期にきたら、それはそれなりに会社としては考え

ていかなければならないと思っております。 

 今のところは先ほどもゆずを植えてということで、植えて、２年前から植えて

おるけど、まだまだ実にはならないという、そういったことも含め、今回のこの

計画に上げていただいております、いろいろなものを使ってということの取り組

みの中で、やはり地域との関わりで、品数がどんどん出てくれば、当然販路も広

がってくるということで、そういったものができあがってきた時には、やはり会

社として伸び上がっていくには、１名では駄目だということもあろうかと思いま

す。今のところはやはり商品を検討しながら、荒廃地にも植えて、それぞれつく

っていくという段階で取り組んでおります。これからその加工販売の人員体制に

ついては、また検討の課題になってきますので、今後検討しながら進めていきた

いと考えております。 

 またもう一点につきまして、ゆずの加工なんですが、これ先ほども言わさせて

もろた、辻製油というところが、オイル関係に使うということで、今、辻製油自

体がやっておるところ、四国から購入しておるものを、できるだけ近くで採れれ

ばということで、取り組みを進めております。 

 それと後、伊勢萬なんかの絞った、何て言うんですか、成分において、伊勢萬
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で使ったりということも考えております。そういったところで、今後ゆずを使っ

た取り組みを進めていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 副町長。 

○副町長（余谷道義君） 宮川物産の関係でございますけれども、先ほど前田議

員のほうからもお話がありましたけれども、産業支援センターのほうの応援ファ

ンドというのもございます。従来から宮川物産あたりでもどんどん売っとるんで

すが、「なかなか販売先ができない、いい物を作っても売れない」というふうな

形のものがございまして、産業支援センターのほうにはそういう例えば「パッケ

ージをですね、どういう形にすればよく売れるか」とかですね、それから、それ

を「どういうふうにして売っていったら、販売先があるか」という、そういう人

たちがたくさん産業支援センターの中にいますので、そういう人たちのアドバイ

スをいただきながら、この商品を売り出していくには、どうしたらいいかという

ことが一つはございます。 

 それから、商品開発という部分についても、いろんな形で支援をいただけると

いうことで、お金も出していただきます。単年度でですね、そういう形でお願い

をするということでやっておりまして、例えば道の駅のバーガーございましたで

すね、あれも産業支援センターの応援ファンドを利用したというふうな形でござ

いまして、プレゼンテーションをしながら、この商品なら行けるなということを

みれば、産業支援センターのほうで全面的に応援をするというふうな形でござい

ますので、それはいつでも門戸を開いてますんで、そういうふうな気持ちのある

方がやれば、どんどん行けるという形になっておりますので、そういうところに

もいろんな形で絡んでいきたいなというふうに思っております。 

 それから、「ゆずプロジェクト」でございますけど、これは三重大学とそれか

ら辻製油ですね、それと大台町を含め松阪市、多気町とかいうふうなところが連

携をしまして、馬路村ですね、ゆずをこれ無料で、これは辻製油がお金を出して
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おります。辻製油がお金を出して、「各地域でゆずを植えてください。植えてい

ただいたゆずは５年かかるんですけど、きちっと植えていただいて、いい商品を

作ってくださいね」ということで出します。 

 三重大学はどんな形で関与するかと言うたら、いわゆる「堆肥とか、いろんな

やり方がございますんで、そういうところのアドバイスはやります」ということ

と、辻製油はそれをまず「引き取ります」という話なんです。辻製油が引き取る

のは、ゆずの中の汁、実の部分なんです。その汁を絞って食品とか、いろんなも

のに転化をする。またあそこはいろんな物として売るんじゃなくって、抽出した

液をですね、それから成分を抽出して化粧品に使うとか、いろんな開発をやって

おりますので、そういうところで使っておって、現実、馬路村で辻製油は、馬路

村にその絞るための施設をつくりました。それで馬路村はゆず生産の大部分を占

めています。これを三重県にも持ってきてですね、やろうというのが、これ三重

大学の西村先生といわれる方がみえるんですが、その先生がいろいろ仕組みをや

っておりまして、その時に大台町としても、「宮川物産にその絞り機を付けてく

ださいね」ということはお願いをしとるんですが、これはこれからの辻製油さん

との話の中で行くということになります。お金は辻製油が出します。そういうコ

ーディネートは三重大学がやっていますということで、そこに大台町も参画をし

てやっておるということです。 

 ただ５年間かかりますんで、その間、いい物を作っていかなければいけない。

最終的には、三重大学の先生が考えておるのは、どうしても中身は汁としてする

んですけど、あと皮とかいろんなものが出てきます。これも何とか利用できない

かということで、これはゆずを使ってですね、ゆずの味のするブリ、魚の餌に混

ぜてやるということで、「ゆずブリ」っていうのが、何かあるみたいなんですけ

ど、これを今度は「ゆず鯛」、鯛にゆずを入れたらどうかという、これ南伊勢町

のほうでやるということで、もともと西村先生、南伊勢町の出身ですので、そう

いうふうな形でいろんな形で一緒になってやろうという形であがってきておるの
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が、この「ゆずプロジェクト」でございます。以上です。 

○議長（大西慶治君）  ほかにございませんか。 

                      （「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第８号 「株式会社宮川物産の経営状況について」を終わります。 

 

  
        報告第９号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君） 日程第９  報告第９号「株式会社宮川観光振興公社の経

営状況について」を議題とします。 

  本件について説明を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  報告第９号  株式会社宮川観光振興公社の経営状況

につきまして、ご報告申し上げます。 

  営業報告 

 １．事業の概要 

（１）事業の経過および成果 

  平成２２年度の経済情勢は統計上、一部に回復の動きが見られるものの、急激

な円高、デフレの進行、政策的消費刺激策の終了により厳しい状況にあり、依然

として非常に深刻な景況が続いています。また、年度末の３月に発生した東日本

大震災は今後私たちに経験したことのない幾多の諸問題を引き起こそうとしてい

ます。 

 こうした情勢の中、ホテル業界も円高傾向や企業業績の悪化の影響で、個人の

レジャー消費意欲の減退、個人消費の節約志向も加わり、ホテル需用そのものが

大きく落ち込みました。このような厳しい中、当社の経営状況は前期に比較して、

総売上高は１億６５７７万８０００円で、前期比マイナス１２７１万２０００円
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の減収となり、当期の目標でありました１億８５００万円の売上達成には程遠い

結果となりました。 

 減収となった要因の７０％が宿泊部門で、前期比マイナス８９８万４０００円

の減収、逆に風呂部門の売上だけが前期売上より微増となり、入り込み人数も風

呂部門が前期より３３１７名増、レストラン部門が前期より７９７名増となった

が、レストラン部門の売上は前期よりもマイナス１７１万１０００円の減収でし

た。この結果から伊勢道の一部無料化、紀勢道の全面無料化の恩恵をいただいた

結果が、日帰り入り込み人数増で、宿泊部門には波及されませんでした。 

 販売管理費では燃料費の高騰により、前期比約１８％、１７０万円増加、修繕

費は前期比約４１％、５０万４０００円の増加、維持修繕費は前期比約１２％、

６６万円増加しましたが、給与手当で前期比約５．８％、４１８万円減らした結

果、販売管理費は全体で、前期比約３．１％、４４１万９０００円減額となりま

した結果、営業損失はマイナス１３５７万８０００円となって、当期も損失を計

上することになりました。 

 しかし前期損失分は地場産業振興基金から補てんいただき、今期内で解消する

ことができました。まだまだ業績全体の回復には至っておりません。回復に向け

料理部門のメニュー構成、新たな販売商品づくり、お客様のニーズに対応できる

知識と技術習得に重点をおいて営業活動に取り組みます。 

  また、多くのリピーターを作るためにも、大台町観光協会、プレス・旅行関係

各社等との連携強化や、情報発信にも積極的に取り組んでまいります。今後も株

主様・地域の皆様には、ご支援、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

  （２）対処すべき課題 

  施設の設備機器の保守や修繕件数が増加傾向にあります。また、震災の影響や

地球温暖化の進行を抑えるため、脱石油依存の動きに加え、資源価格の高騰も経

営を圧迫することが今後も懸念される中、いかにして最終売上目標値の２億円を

達成できるかが最大の課題であります。 
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  特に、売上を大きく左右する宿泊部門の平日稼働率を上げる事と、日帰り部門

の宴会を獲得していく事を、売上回復に向けた重点項目と位置づけています。よ

って、平日限定宿泊商品の充実と、宴会利用の客層別プランを打ち出し、セール

ス活動にも反映できるようにしてまいります。自然豊かな当町の立地条件にふさ

わしい地域色の出た商品づくりで、お客様に感動を与え、ご満足いただける施設

を目指します。今後もセールスや情報発信活動に努めるとともに、従業員の教育

を徹底してまいります。 

  （３）財産及び損益の状況につきましては、２２年度のみご報告いたします。

営業収益１億６５７７万８０００円、経常利益マイナス１３４７万２０００円、

当期利益マイナス５８７万４０００円、一株当り当期利益マイナス３６８９円、

総資産８２７４万９０００円、純資産６５６１万２０００円、一株当り純資産４

万１２１３．８３円です。 

 ２．会社概要の説明は省略させていただきます。 

 ４ページをお願いいたします。「貸借対照表」で、「資産の部」、流動資産合

計８２５４万９２０５円、固定資産合計２０万５５円、資産の部の合計では８２

７４万９２６０円、５ページの「負債の部」で、流動負債の合計１７１３万６８

２９円、負債の部の合計１７１３万６８２９円、純資産の部の合計６５６１万２

４３１円、負債及び純資産の合計８２７４万９２６０円でございます。 

 ６ページ「損益計算書」では、売上高合計が１億６５７７万８５２６円、売上

原価４２２５万９７８６円で、差引１億２３５１万８７４０円の売上総利益とな

っております。販売費及び一般管理費が１億３７０９万６９８９円で、売上総利

益から一般販売費及び一般管理費を差引いたしまして、１３５７万８２４９円の

営業損失となっております。営業外収益が２２万３６５３円、営業外費用が１１

万７６０６円を差引いたしまして、経常損失が１３４７万２２０２円でございま

す。特別利益といたしまして、１６８９万３４５０円、特別損失９１２万１３８

１円を差引し、税引前の当期純損失５７０万１３３円に、法人税等１７万４３４
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４円を加え、当期純損失は５８７万４４７７円でございます。 

 ７ページ、「販売費及び一般管理費内訳書」の説明は省略をさせていただきま

す。 

 ８ページの「株主資本等変動計算書」につきましては、株主資本合計のみご報

告させていただきます。中段の株主資本合計、前期末残高が７１４８万６９０８

円、当期変動額マイナス５８７万４４７７円、当期末残高が６５６１万２４３１

円、純資産の部の合計も同額でございます。 

 ９ページ、１０ページの説明は省略をさせていただき、以上で報告を終わらせ

ていただきます。 

○議長（大西慶治君） 報告第９号について、質疑があればお受けします。 

 質疑はありませんか。 

 山本議員。 

○３番（山本勝征君） ２点ほど、一つは、２ページの（２）の「対処すべき課

題」というところで、こういう文言があるんですけどね、「保守や修繕件数は増

加傾向にあります云々」とあって、「地球温暖化の進行を抑えるため、脱石油依

存の動きに加え云々」とあるんですけど、そして「資源価格が高騰しとる」と書

いてあるんですか、ということは、これは自然エネルギーというんか、太陽光発

電というか、そういうようなものを考えておるのか。あるいは、森林再生プラン

では間伐材の利用というものが、これからどんどん進められるという中で、我が

町にたくさんある間伐材等を利用していこうと、そういう考え方があるのかどう

か。それをちょっと一点お聞きしたいと思います。 

 間伐材等を利用してですね、ホテルの特色化をしていくというのも、一つの方

法で、厳しい状況、運営が非常に厳しいと、経営が非常に厳しいという中で、町

独自のそういうようなことをしていくのも、一つの方法じゃないかと思うんです

けど、それを見解を伺いたいと思います。 

 それからもう一つは、もう一点はですね、７ページの地代家賃ですけどね、８
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１４万８３７６円という細かい数字が出ておる、この７６円まで出ておる、その

計算はどういうふうにして、されておるのかですね、８００万円とか８１０万円

やったらあれやけども、７６円というような、３７６円というような細かいとこ

まで出とるので、それはどういうふうに計算されておるのか、ちょっとお聞きし

たいと思います、２点。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  山本議員から２点ほどご質問いただきました。まず

２ページの上段に書いてある「対処すべき課題」のことでございます。ここに書

かれておる「地球温暖化の進行を抑えるための脱石油依存の動きに加え」という

ことで、「何らか観光振興公社、宮川山荘におけるところの対応していくのか」

ということでございます。これは一般的に全国的な、世界的な内容をここに上げ

させていただき、今後その宮川山荘がそういったバイオマスとか、太陽光とか、

そういったやっていくのかということでございますが、一部はそういったバイオ

マスのことも検討はいたしました。太陽光も検討いたしました。なかなか太陽光

においては日照時間の問題、またバイオマスにつきましては立地の問題とか、経

済効果の問題とか、いろいろちょっとそこら辺を含めると、非常に今の状況では

困難だというようなことでございます。ここに書かさせていただいた文書につい

ては、全般的な文章で上げてさせていただいて、今後経営においては考えていか

なければいけないんですが、先ほども言ったように太陽光にしろ、バイオマスに

しろ、少し問題点があるということで、ご認識をいただきたいと思います。 

 また、それと７ページの「地代家賃」の関係ですが、これは消費税が抜いてお

ります。そのためにこういった端数が出ておりますので、ご理解いただきたいと

思います。以上でございます。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 小林議員。 

○４番（小林保男君） １ページの「事業の概要」の中に、「減収の要因が７
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０％が宿泊部門」とあります。これは当然、いま各この業界の抱える問題ですけ

ど、それに対してはレストラン部門が、７９７名増員となっているのに、売上が

前期よりマイナスの１７１万１０００円と、この要因はいかがですか、お聞かせ

ください。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） まず一つは、この宿泊部門をやっぱり伸ばしていか

なければいけないということ、この質問にちょっと離れるんですけども、やはり

今の宿泊の関係でも、かなり安く、月曜日から金曜日については安価な売り物を

出したりですね、セットのいろんな宿泊だけやなしに、他のメニューと組み合わ

せたような取り組みをしておるということで、ここら辺を少し宿泊部門をあげて

いくために、料金を少し下げながら、何かとセットをしてというようなことをや

って、少しでも売上を上げたいと。 

 それともう一点は、人が増えておるわりに収益があがらないやないかというご

質問でございます。多くのお客様を入込みをさせるために、お昼の部分というの

はバイキング等をやっております。大勢の方が来ていただくんですけども、やは

り効率的には余り収益にはあがらないという、ただ食事だけではなしに、風呂へ

行っていただいたり、特産品を買っていただいたりといったことで、やはり一番

大事なのは、話題をいろんな方向で情報発信して、多くの方が来ていただく、そ

れについては一つはバイキングということで、地域性のものを出すということで、

かなり女性の方は来ていただくんですけど、そういったところを売ったとしても、

多くの人数が来ていただくんですが、収益が上がらないという、そこら辺がどう

してもおいしいもの、良いものを出すということで、逆に人寄せをするために、

話題性を持つために、ある程度かけることが収益的なものというのが、非常に厳

しいというような状況があげております。今後そういったことも含めながら、い

ろんな入込みを増やしていくということを、やっぱりいろんな角度で考えていか

なければならないと考えております。以上でございます。 
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○議長（大西慶治君） 小林議員。 

○４番（小林保男君） なんか先行きを見越して、答申するような話なんですけ

ど、人が入れば入るほど赤字になるというような経営自体が、ちょっと変な話な

んですけど、この中でバンキングですか、「回復に向け料理部門のメニューの構

成」とありますが、どうも町民の方々も、行った方々にも聞くと、「場所柄、日

本食を出したほうがいいんじゃないか」と。「どちらかというと、洋食に偏って、

地域柄というのがない」というような意見も出ていますので、そこら辺も検討さ

れているのかどうか伺います。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） 宮川山荘自体、建設した当時、どちらかというと洋

食ということで、立ち上がってまいりました。ただやはり箸を持って食べるとい

うようなことを考えますと、やっぱり和洋食を併用したような取り組みというこ

とで、ステーキ丼であったり、それぞれ和食に近いような、崩したようなそうい

った地域の食材を使った取り組み、ベースは洋食なんですが、やはり高齢者の方

とか、地域性を考えて、やっぱり和食も取り入れたことで、そういう複合的な取

り組みを現状もさせていただきます。もう和食一方、洋食一方というと、なかな

かそういった層にも関係してきますし、料理長自体が洋食ということでございま

すので、そういったことを含めて、和食に近いような、食べやすいようなという

ことは、ある程度、日々改善しながら対応していただいております。以上でござ

います。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

（「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第９号 「株式会社宮川観光振興公社の経営状況について」を終

わります。 
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        報告第１０号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君） 日程第１０  報告第１０号「道の駅  奥伊勢おおだい株

式会社の経営状況について」を議題とします。 

  本件について、説明を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  報告第１０号  道の駅奥伊勢おおだい株式会社の経

営状況につきまして、ご報告申し上げます。 

  営業報告書 

 １．営業の概況 

（１）営業の経過及び成果 

  中小企業を中心に景況感は低い水準に止まり、雇用情勢も依然として厳しい状

況が続いています。また道の駅を取り巻く環境においても、紀勢自動車道が紀勢

大内山インターまで延伸したことや、無料化などにより最も注意すべき人の流れ

が大きく変わりゆく中、町内を始め近隣の施設とも連携を図り、入込客の増加を

進めておりますが、何分景気の低迷には歯止めがきかない状況にあり、経営内容

には厳しいものがあります。また今回の東北地方太平洋沖地震が今後我々にどの

ような影響を与えるか見守っていかなければなりません。 

 さて、今期の売上高は７２００万２０００円と前期より４２７万２０００円減、

５．６％減の実績に止まりました。内容といたしましては、部門別売上額増減と

いうことで、委託販売５７３３万２０００円、マイナス２１３万１０００円、マ

イナス３．６％でございます。食堂・工房１２４８万２０００円、マイナス１９

６万６０００円、マイナス１３．６％。屋台１５０万８０００円、１４万８００

０円、１１．１％、年明けから雨不足や朝晩の寒さの影響等により、農産物の生

育遅れ等も大きく影響しています。今後も地域施設や団体との連携を取り、地場

産業の振興と高齢者の生き甲斐対策のため、町とも協調しながら順次実施してま
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いりたいと考えます。 

（２）今後の課題 

  イ）地元農産物生産者の出店を増やしていく。 

  ロ）仕入資材等の合理化、新メニューの考案、販売スペースの拡大。 

  ハ）営業時間等の見直しと検討。 

  ニ）地域施設、団体と連携した「人の流れ」をくい止める施策の考案。 

（３）営業成績及び財産状況の推移につきましては、２３年度のみご報告いたし

ます。 

 営業利益マイナス１８７万１０００円、当期利益マイナス１７３万９０００円、

一株当り当期利益２９９９．４４円、総資産４８５２万７０００円、次期繰越利

益金マイナス７９９万８０００円、助成金０円でございます。 

 ３ページ、４ページの説明は省略させていただきます。 

 ５ページお願いいたします。「貸借対照表」では、「資産の部」、流動資産の

計４２５４万６５１９円、固定資産の計５９８万５６８円、繰延資産の計０円、

資産の部の合計４８５２万７０８７円でございます。 

 「負債の部」、流動負債の計２７５２万５６４３円、固定負債０円でございま

す。負債の部の合計２７５２万５６４３円、純資産の部、株主資本２１００万１

４４４円、評価換算差額等０、新規予約権０、純資産の部の合計といたしまして

２１００万１４４４円、負債純資産の部の合計といたしまして、４８５２万７０

８７円でございます。 

  「損益計算書」では、売上高の合計が７２００万２９４６円、売上原価５３９

８万１２１７円で、差引１８０２万１７２９円の売上総利益となっております。

販売費及び一般管理費が１９８９万３３１８円で、売上総利益から販売費及び一

般管理費を差引いたしまして、１８７万１５８９円の営業損失となっております。

営業外収益が１７万８０５１円、営業外費用が１１３９円、差引いたしまして、

経常損失が１６９万４６７７円でございます。税引前の当期損失１６９万４６７



 44 

７円に、法人税・住民税及び事業税４万５０００円を加え、当期純損失といたし

まして、１７３万９６７７円でございます。 

 ８ページ、「販売費及び一般管理費」の計算内訳の説明につきましては、省略

をさせていただきます。 

 ９ページ、「株主資本等変動計算書」につきましては、中段のところを見てい

ただきたいと思います。前期末残高といたしまして、６７４万１１２１円、当期

変動額、新株発行が１６００万円、当期純損失１７３万９６７７円、当期変動額

合計といたしまして、１４２６万３２３円、当期末残高といたしまして２１００

万１４４４円、純資産の部の合計も同額でございます。 

 １０ページ、１１ページの説明につきましては省略をさせていただき、以上で

報告を終わらさせていただきます。 

○議長（大西慶治君） 報告第１０号について、質疑があればお受けします。 

 質疑はありませんか。 

 中西議員。 

○１２番（中西康雄君） 第三セクターには、私も恥ずかしいことながら、深く

目をいく機会が少ないんですが、しかし、多くの方々が関わっておりますことか

ら、いろいろな質問やら指摘をいただいております。 

 その中に、一つお断りをいたしたいと思うんですが、私の質問は二つの会社、

物産と道の駅に二つに関わることですので、物産はもう既に終わりましたが、物

産の内容にも触れさせていただくことをお許しいただきたいと、このように思っ

ております。 

 その質問の中にですね、「道の駅の駅長である小野君が、物産の両方との責任

を兼ねておるのか」というような質問が何人かからいただきました。これにつき

まして、私は「小野君は、元責任者であって、今は何の関係もないんやで」と、

そのあと「道の駅に出向したあとは、新しい責任者ができて、その交代時期には

いろんな小野君が関わる必要もありましたけど、１年近い今になって、多くを関
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わるはずがない」と、このように申し上げましたが、「それなら駅長が物産の車

に乗って走っておるのは、なんでや」という質問をいただきました。 

 それで、町長に説明を求めたいと思うんですが、町長は道の駅の責任者、しか

し道の駅の役員でもある小野君に対して、宮川物産に対して特別な関わりを指示

しておるのかどうか、これの説明を求めたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 町長。 

○町長（尾上武義君） 物産のほうの責任者として、一人採用はいたしておりま

す。そういう中で、まだまだ産物の製造なり、あるいはいろいろな取引先との交

渉等々、運営も含めてですね、まだまだ慣れきっていないという部分がございま

して、しばらくの間ちょっと応援しておれということで申し上げているところで

ございます。そういうような形で、いま推移しておりますんで、多少は時間的に

はもうちょい要るのかなと、こう思っているところでございます。 

 そういう中で、会社の車へ乗ってですね、物産の車に乗っているというケース

はたまにはあったんだろうとは思いますが、そういった現場的な話としてはなる

べく実際のその会社の人間があたるというのが、望ましいんやないかなと、こう

思っております。 

○議長（大西慶治君） 中西議員。 

○１２番（中西康雄君） 今の町長の答弁では、「たまには行くであろう」と、

当然もともと長年にわたる責任者でしたから、それは当然、町長はそういう指示

をするのは当たり前のことだと思うんです。 

 そこで、道の駅長の定休日は毎週月曜日でございますね。しかし、ですからほ

かの日は駅長職に専念をしておらなきゃならないはずなんです。ところが、毎週

水曜日に必ず毎週なんです、物産のほうへ出向しておるんですね。それで、物産

にタイムカードを置いて、タイムカードに基づいて時間給を得とる。こういうこ

となんです。 

 僕もね、フッとその思ったのは、労働提供するんですから、対価を受け取るの
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は当たり前やと思うんですけど、そうしたら「道の駅の欠勤に対しての金銭的な

評価はどうなっとんのや」と言わざるをえんです。それで、毎週、町長、「水曜

日に行って、タイムカードを置いて、それに報酬をもらえよ」というふうな指示

は出しておらないですね。もう一度確認させていただきたいと思います。 

○議長（大西慶治君）  町長。 

○町長（尾上武義君） 毎週水曜日に定期的に行っておるのかという確認はしっ

かりしておりません。ただそういうご指摘でもございますので、おそらくそうい

うことだろうと思いますが、そういう中で、今の時間給として支給をしていただ

くと、物産のほうから支給があるということについては承知をいたしております。 

 で、その分ですね、道の駅としても減給して、減額して支給するのが当たり前

やないかと、こういうようなご指摘でもございますが、それはそれとして報酬と

いうふうな形で、取締役としての報酬は出ておるというようなことでもございま

す。したがって、普通いろんな企業があるわけですけども、企業が企業の応援に

いくという時には、その部分の報酬を得るというような形で、現在推移をしてお

ると、こういうようなことですんで、その点はひとつご理解願いたいと思います。 

○議長（大西慶治君）  中西議員。 

○１２番（中西康雄君） 一般の方はですね、そうは思っとらんです。私に「駅

長は駅長の仕事せんと、物産にアルバイトに行っておるやねえか」と、「こうい

うことをいつまで放っておくんや」ということなんです。私はね、交代って、ま

じかいなとこは仕方ないと思います。私は交代期に必要な指導期間は約３カ月と、

どこでも大体３カ月ですね。町長もこの物産の指導にあたっての期限は、約３カ

月において適用を判断して、正社員にするかの判断をするという、こういうこと

だと思うんです。 

 それで、町長、今もう既に１年たっとるんです。１年たっておるのに、このよ

うな状況は大きな問題やと思うんですよ。これは道の駅側から物を言えば、それ

は駅長の行為は背任行為だと、私は思うんです。仕事をせんと、物産へ行ってと
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いうようなことはですね、それでしかも大きな赤字を出しとる。で、その赤字に

基づく反省点から、三つ改善点が必要とされるものが示されております。もう既

に６カ月たっておるのに、私は果して今のような駅長の姿勢では、この改善点に

真剣に取り組んでおるかどうか、誠に疑問に思っております。 

 私はね、こうなんです、６カ月、水曜日、水曜日にですね、定期的に出向しと

るということは、全く理解できなかったんです。物産からね、「もともとの責任

者であるから、こういうことについて指導を受けたいから、何とぞ」ということ

に応じて行くのには、私は何の問題ないと思います。しかし、この時でもですよ、

道の駅の報酬に何にも影響せずに、時間給を受け取るということは、私は二重取

りかという指摘に、その通りだと思うんです。 

 このようなことを放置しますとですね、元道の駅の責任者であり、町長の指示

で来ておるという認識があれば、今の新しい責任者はですよ、物産の運営にかか

る多くを、小野君に報告し、小野君の指示を得なければならないような状態でな

いかと、このように思うんです。 

 ですから、私は新しい駅長の自立につながらないと、このように指摘いたした

いんです。それで特産品製造に関わる必要な職員は確保されていると、このよう

に認識しております。したがいまして、駅長の労力は余分な労力やと私は思うん

です。その余分な労力にその時間給を払うということは、無駄なことだと思って

おります。私はこの無駄な労力に時間給を払うということは、払うという、払っ

ておりまして、平成２２年度の物産の決算の赤字額を多くしている、このように

言わざるをえない。 

 それで、今回の平成２２年度の赤字額の２分の１、税引前の金額の２分の１に

近い金額が、駅長に支払われたのか、このように私は思っておるんです。これは

双方にですね、問題意識がないということであれば、このままずっと行くことに

なりますね。私は例え１年ぐらいをめどに、こういう形を止めさせるんだという

ならわかりますけど、双方に何の問題意識もなかったら、ずっとこれから何年も
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続く。今後、このことが僕は大きな危惧するんです。 

 それでもう一つ確認をさせていただきたいんですが、特産品を製造するには、

添加物、添加品、添加量というような製造に基本となるものが記録としてあるは

ずなんです。なけりゃ杜撰だと言わざるをえませんね。こういった書類はね、最

初に引き継がれなければならない、このように思っております。私はこの書類の

引き継ぎは一番最初にしなければならない、この引き継ぎをしたことを確認され

ておりますか。お伺いいたしたいと思います。 

 それで、これがね、引き継がれておったら、新しい駅長は何の苦労もなしにで

すね、よく理解して、そして設立当初からずっと勤めていただいておる従業員が

おるんです。この人の知識、技術能力と合わせたら、小野君の応援は何一つとし

て必要ないんです。それで、小野君が毎週水曜日に来なければならないというの

は、その職員が毎週水曜日に休んだり、特別水曜日に忙しいというような認識は、

私は絶対ない。今、私がいろんなことを指示をいたしましたが、指摘させていた

だいたんですけど、私は物産に対しての駅長の関わりは、何一つとしてプラスに

ならないと思いますことから、私は即関わりをやめさせるべきだと思うんです。

むしろ厳しく中止させるべきだと、そして本来の駅長である、駅長職に専念をさ

せることを指示するように、私は町長に求めたいと思います。見解を求めます。 

○議長（大西慶治君）  町長。 

○町長（尾上武義君） ありがとうございます。 

 私もですね、「いつまでもその物産へ行って、指導もしながらですね、やれ

よ」というふうなことではございません。要はしっかりとその物産のほうの責任

者がですね、対応をできるように１日も早くですね、そうなっていかねばならな

いというようなことでございます。ただ現状を見ておりますと、なかなかそうい

った運営での手法なり、そういったものがなかなか向上してこないというような

こともあってですね、やむにやまれずの形で行っておると、こういうような状況

でございます。おっしゃられるように、「道の駅側から見てもですね、当然そう
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いうような報酬が出とる中で、決まったようにその物産のほうへ、業務の支援な

り行っておるということが、とにかく不自然やないか」と、こういうようなご指

摘ですが、それは当然そうだろうと思いますし、またその「報酬等についても二

重取りやないか」というようなことでございます。これは企業間の応援へ行って

おるというふうなことで、当然応援いただいたほうからは、それなりの物は支払

いをせんならんと、こういうふうなことだろうと思いますが、同じ三セクという

ふうな中で、町民の皆さんの思いというふうなものも、それは当然一緒くたにし

てとらまえてきますんで、それはよく、それもわかります。ただそういう状況の

中でですね、その物産のほうとしての対応がですね、しっかりもっとできていか

ないかん。おっしゃられるように、もう１年にもなってくるとですね、当然いろ

んなものができてきてしかりと、こういうようなことでございます。そうなるよ

うに言ってはおるんですが、決してそういうことを良としながらですね、いつま

でもズルズルと引っ張っていくという、そういうことではございません。なるべ

く早くですね、手を切る中で、手を切っていくというんか、指導ができていく中

でですね、やっていくと。ただそれが余りにもいつまでもかかってくるような状

況になればですね、またこれは物産のほうとしても一つ考えていかんならんとい

うふうなことにもなってくるだろうと思います。そういうことで、物産としての

業務が遂行できなくなるということになれば、これはちょっと考えもんであると

いうふうに思っております。 

 そこら辺もですね、技術的なこと、能力的なこと、いろいろ穿さくしながらで

すね、僕も対応を考えていかないかん部分は出てくるだろうというふうに思って

おります。そういうことで、申込みのありましたその添加物等の基本的な部分に

つきましての引き継ぎのことなんですが、このことについてはちゃんとなされて

おるというふうに思っております。私はそこまでしとるんかどうかという確認は

しておりせん。はい、当然それは職員のことですから、当然それは基本の基です

から、できて当たり前と、こういうふうなことだろうと思いますが、私のほうは



 50 

そこら辺の確認はしていないということを申し上げたいと思います。そういうこ

とで、双方にとってそんなにプラスになるような状況ではないやないかと、こう

いうようなことでもございます。 

 その改善に向けてのですね、当然取り組んでいかねばならないと、こう思って

おりますので、順次改善に向けて取り組みはさせていただくということで、ご認

識を願いたいと思います。 

○議長（大西慶治君） もう３回済みましたので、はい。 

 ほかにございませんか。 

 小林議員。 

○４番（小林保男君） 道の駅も確か今年１３周年か何か行事されると思うんで

す。この１３年間、延々と赤字で経営補助を町から行っているわけなんですけど

も、当初、設立時には確か５年程度で、完全民営化、補助を受けなくても経営で

きるようにというような計画だったと思うんですが、諸般の事情もあると思いま

すが、やはりその補助体質からの脱却というのは、計画を持ってされるべきでは

ないかと、そのように思うんですが、その点いかがですか。 

○議長（大西慶治君）  町長。 

○町長（尾上武義君） その補助体質からの脱却ということはですね、これだけ

いろんな状況が、経済環境がどんどん変わってくるというようなことで、なかな

かそれは計画を立てるに立てられないんではないかなと、こう思っております。

ここ５年ぐらいの間でもですね、高速道路の延伸がありましたし、無料化もござ

いました。またこのような震災もありました。いろんなことで、経済環境もどん

どん変わってきておる、円高等々ですね、いろんなものが変わってきておるとい

うふうなことの中で、なかなか計画が立てられない、立てにくいんではないかな

と、こう思っております。 

 そういう中で、値下げのことも含めながらですね、あるいは基本的に、道の駅

としてどうしていくんだというふうなことは、年々再々それは当然取り組んでい
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かねばならん、経営改善に向けては取り組んでいかないかんというふうなことは

思っております。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 直江議員。 

○６番（直江修市君） １ページ「営業の経過及び成果」、「中小企業中心に」

からずっと読んでいきまして、一番最後の行、「町とも協調しながら順次実施し

てまいりたいと考えます」と結んでおるんですけども、これ主語がいわゆる「実

施していく」という項目が、全く今言いましたような文章から何もないんですよ

ね。これ誰が原文こしらえられて、誰が推敲されたのか知りませんけども、この

点ちょっと解説してください。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） １ページの営業報告についての、「町とも協調しな

がら順次実施して」という、こういった文書について誰が作ったのかということ

でございます。これは報告書につきましては、道の駅で作られたものでございま

す。以上です。 

○議長（大西慶治君）  直江議員。 

○６番（直江修市君） ですから読んでですね、読んで、これ「順次実施してい

く」ということについての何を実施していくかということが、全然本文に「営業

の経過及び成果」の中に、何も書かれてないわけなんで、これでは文章としては

私は成り立たんと思うんですね。ご理解いただけますかいな、「順次実施してい

く」ということの内容が、何も書かれてないんです。これは「営業の経過及び成

果」の報告書としては、全く日本語になっておらんと、文書になってないという

ふうに思うんですけども、町のセクターの営業報告において、こういうふうな意

味のなさん文章は冒頭にもってくるというのは、ちょっとチェックが足らなすぎ

るように思うんですけどね、その点改めて伺います。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 
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○産業課長（野呂泰道君） この「順次実施していく」というところでございま

す。経営についてはそれぞれ施設の内部の中の運営形態とか、赤字の状況でござ

いますので、「今後どうしたらいいのか」ということにつきましては、産業課と

道の駅との中では、当然相談しております。ただこういったところの文面につい

て、明確なところの言葉というのを上がってはおらないということで、また町と

してのチェック機能等されていないということ、今後十分そういったところの文

章等につきましても、上がってきたものについては十分見ていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

○議長（大西慶治君）  ほかにございませんか。 

 町長。 

○町長（尾上武義君） ここら辺の「順次実施してまいりたい」ということへの

思いなんですが、駅としてはですね、そういった農産物の栽培なり製造とかです

ね、そういった町民の皆さんが多く関わってくれております、そういったような

中で、この前段にもありますように、「生き甲斐対策のため」というふうなこと

の中でですね、健康づくりでもあったり、あるいはコミュニケーションの増進で

あったり、あるいは生き甲斐の創出であったりとかですね、そういったようなも

のについて、例えばその健康福祉とか、そういったようなものも含めながら、町

とも協調しながらですね、やっていきたいんだということを、この何っていうん

ですか、文章的には何も書き表してはおりませんけども、「そこら辺も含めなが

ら、順次取り組んで行きたいんだ」という、そういう表現として受け止めていた

だければなと、こう思いますんで、ひとつどうぞよろしくお願いいたしたいと思

います。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

 廣田議員。 

○２番（廣田幸照君） 私は今回の一般質問で、かなりスペースをさいて、この

道の駅の問題について問う予定をしております。そこで、その辺には余り触れな
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い形で、今この報告書の中でお聞きしたいと思うんですが、これは他の第三セク

ターと営業年度を合わせる形で、今まで歴年度、１月１日から１２月３１日まで

の営業報告を出していたものを、第６期でもって打ち切って、残余の２３年１月

１日から２３年３月３１日までの上四半期の営業成績を報告されておるもんです。

ここで、赤字がですね、１７３万９０００円出されておるわけです。通期、１年

通期でやりますと、どれぐらいのベースになるのか、それを一つお知らせいただ

きたい。 

 それからですね、２点目はですね、先ほど直江議員からも指摘がありましたけ

ども、「町とも協調しなから順次実施してまいりたい」と、こういう文言は６期

目にはなかったわけですけども、５期までにはかなり散見をされました。そして、

６期の今後の課題で、販売ばかりに偏ったですね、課題の指摘であったわけです。

３点ありましたかな。 

 それで、「農産物に対するテコ入れはどうなんだ」というふうなこともお聞き

いたしました。そうしたら、ここにやっと「地元農産物生産者の出店を増やして

いく」と、こういうわけですね。なんか発想が逆転しとるわけですね。ここの道

の駅の一番の売り物は、やはり新鮮な安心できる、そういうふうな食材の提供に

あるわけですよ。４億２、３０００万円の売上の中で、３億７０００万円がそう

いうふうな食材の委託販売による売上なんですよね。で、今回、例えばこの台風

１２号に関わる長雨で、５日間の雨の降り通しで、農産物は壊滅状態ですね。そ

こにお客さんは来ないんですよ。いま道の駅に行ってもらったら、皆わかります

よ。野菜の棚かごは全部カラです。これはね、天候が成せる業とは言え、やはり

町の産業を育成する姿勢が、やはり足りない。したがって、ここに先ほど指摘が

ありましたように、「町とも協調しながら」と、何を協調するのか、こういうこ

とになるわけですね。この辺もう一つですね、詳しくお聞かせをいただきたいと、

このように思います。 

 それから、これは担当課に苦言を呈するわけですけども、６月議会にですね、



 54 

ポスシステムについて、私は質問しました。私は２年半前に「ポスシステムを導

入をして、どんな品物が売れて、次の日にどういう品物を持っていけばいいのか

という、今、生産現場でいうジャストインシステムのような形のポスシステムを

導入すべきや」と、こういうふうに申し上げました。２年経ちまして、２２年度

の７月からこのポスシステムが稼働いたしました。それについて、２２年度の目

標としてですね、道の駅から出されたのは、「部門別の経営分析をして、その経

営状態を分析して、どこが収益が上がるか、どこが何が原因で収益が足を引っ張

っているのかというのを調べる」と書いてあったので、「なぜその２２年度の、

２２年の報告書にそれが無いのか」と尋ねたところ、担当課長は「ポスシステム

は７月から導入しましたので、経営分析はできませんでした」と、こういうわけ

ですね。経営分析は６カ月の稼働期間でもできるわけですよ。 

 ところが、よくよく聞いてみますと、「ポスシステムは経営分析はしてない」

と、こう言うんですね。これではですね、目標に上げながら、その場しのぎで終

わって、そしてこの報告さえ出せばそれでいいということになる。あと一般質問

のほうに入り込みますので、差し控えますが、その辺のですね、３点にわたって

少しお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） まず廣田議員に３点ほど質問いただきました。まず、

１点目の「通期の赤字」ということになってきますと、当然、今回１５カ月の決

算を報告させていただいた。そのうちの分けて１年間であればということでの通

期と言われるのか、１月からここに上がっておる、２３年１月１日から３月３１

日までは当然、ここで当期利益の赤字が出ております。その前の１年間を４月か

らこの３月３１日ということで置き換えての赤字と言われるのか、そこら辺ちょ

っとどういう形の通期と言われるのか。 

○議長（大西慶治君）  廣田議員。 

○２番（廣田幸照君） これは質問回数にカウントされますか。 
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○議長（大西慶治君）  暫時、休憩します。 

                     （午前１１時４３分 休憩） 

                     （午前１１時４３分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） 申しわけございません。今回の決算については、そ

の３カ月ということで、ご質問のほうが通期ということでございます。私のほう

のその通期の資料等は今のところ持ち合わせてはしておりません。 

 次に、農産物の「協調しながら」ということでございます。「これについては

一体、産業課としてはどのように対応していくのか」ということでございます。

これ松阪を含めてですね、三重県の食を担う農業及び農村の活性化に関する条例

というのがございまして、その中の松阪地域の活性化プランということで、この

大台町は何をしとるのかということで、以前から農産物の強化ということで、今

回、道の駅に農産物をどのようにしていくのかと。当然、高齢化という中で進む

中で、非常に零細農家の多いところで、高齢化であって、農産物をどういう形で

出していくのかということ、そういったことを取り組むところの協議をしはじめ

ております。まだ結果的には、表には出ておりませんが、県からマン的、人的支

援をいただきながら、道の駅の中で入り込んで、今後、生産者との会合もしなが

ら、その生産していっていただく方々の意見等を踏まえて、どのようにすること

によって生産向上に努めるかということを進めていきたいということで、今回上

げさせていただいた産業課の「協調しながら」ということでのことでございます。 

 そして、３点目の「６月議会のポスシステムのこと」でございます。私自身も
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当初そのポスシステムを導入することによって、全体的なものについて、ポスを

入れることによって、誰がどんなものを持ってきて、それからどの程度販売して、

売れ筋がどうなんだということが、これまでないものが明確に出てくるというこ

とは、全体的な経営で、そのポスがあがるということも、それと会計、そのポス

の中にソフトが入り込んで、言うたら前から言うておるところの委託販売と、加

工部門である工房と、それと屋台と、それと食堂とこの４部門のことで私ども道

の駅から、そういったところの収益的なものも出てくるんだということで、私ど

もそのポスを入れる時には、そういったことを聞いて、実際ポスの部分で補助金

を付けて実施いたしました。 

 ところが、廣田議員が言われるように、ポスはジャストインやないかと、もう

一つに作物持ってきたら、それがどの程度売れるんやということで、本来、当初

にそのソフトの中に入り込んでおるということを、私も聞いておって、この議会

においてそのポスシステムを入れることによって、ある程度販売の中でのことも

ソフトの中に入り込んでおるということを聞いておりましたので、この議会では

「７月に置いたら、ある程度、食堂と委託と加工と売店ということも、分類でき

るんだ」ということを、道の駅のほうから聞かさせていただきました。調べます

と、その分類はせず、あくまでも商品の出入りだけだということで、ちょっと私

自身がその認識の甘さがあったように思います。「７月になったら分析できる

よ」ということで、言わさせていただいたことは、あくまでもポスシステムのソ

フトの中に、そういったものが組み込まれて、レジを通ることによって明確にな

るんだというようなことを思っておりました。 

 ところが、そういったものではないということで、ちょっと私の認識誤りをし

ておりました。結果的にはその経営分析については、今後やって行かなければな

らないことということで、道の駅にも話はしておりましたが、中で結構その食堂

と加工部門、そういったことが少し入り乱れておるところで、非常に出しにくい

ということもあって、このあとの一般質問でもそういったことも入れさせていた
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だいておりますが、まず私どもの一つはポスシステムの考え方、当初に聞かさせ

ていただいたことが、私自身の認識誤りであったということをお断りをさせてい

ただきます。 

 全体的には当然生産者の出入りによって、経営が向上するということついては

問題は、その経営については関わってくるわけなんですけど、各部門でのシステ

ムがジャストインで分かれてくるというシステムではなかったことだけの認識で

ございます。そういったこと以後、気をつけたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（大西慶治君）  廣田議員。 

○２番（廣田幸照君） 大方の質問に答えていただいてはおりません。この３カ

月で１７３万円、１７４万円の損失が出ておるわけです。１年間に換算しますと

ね、どれだけだというだけの話で、７００万円近くなるのかと思いますよ。 

 確かにこれは３カ月という短期でありまして、去年と合わせると１５カ月とい

うことになるんでしょうけれども、このままのペースで行ったら、やはり６００

万円、７００万円の赤字が出てくると、必至であると。小林議員が指摘されたよ

うな赤字の体質であるということは、歴然としとるわけなんです。 

 したがって、これに対してやはり収支がどこでマイナスになり、プラスになる

かということを考えていかないとだめで、にもかかわらずですね、その「収支分

析をする」と言いながら、平成２２年の報告書にはそれは一切ほっかむりして、

何も報告してない。これは担当課の指導はどうなっているかと。ポスシステムは

ジャストインだけの機能じゃないんですよ。いろいろ機能が付いてます。高いの

から安いのまでありますからね、何ですけども、４５０万円程度でどれぐらいの

機能を付けとるかわかりませんが、それを活用できてないと思うんですよ。それ

で、担当課にポスシステムはどういう機能を付けたんだというたら、それもまだ

調べられてない。こんな状態でですね、この町の財政をどんどんつぎ込んでいく

というのは、これは許されることではないと思うんです。 
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 もう一つね、この農産物に対する、「生産者に対するテコ入れはどうするん

だ」というようなことについても、的確なお答えがいただいてない。今年、管理

会社から発足して１３年目ですよね。その当時のメンバーは、１３歳年取っとる

わけですよ。今年になって道の駅のですね、出荷数は激減してます。そして、中

心になった人が、脳梗塞で倒れて出せないとか、あの人はもう亡くなったとか、

いろんなことがあるわけですよ。それに対してどんどん更新をして、世代交代を

していく必要もあるわけですが、なかなかそうはいかない。それはやはり町の産

業、農業に対する支援体制ができてないわけですよ。データは取ってもですね、

実地指導ができない、あるいはそういう仕組みができてない。それで、大きな欠

陥があると。 

 道の駅へ売るばっかが、農家の収入ではないとは思いますけども、やはりね、

その辺はよく考えてもらわないといけないということと。それから、昨年度の一

般質問で「ある業者さんが、産地仲買的なことをやっておるんじゃないか」とい

うような指摘をして、町長からも「そういうことはない」と、「もしあれば指導

する」という返答をいただいたにもかかわらず、ずっと同じような状態が続いて

おる。これもね、やはり担当部署の責任ある指導が、道の駅になされてないとい

うあたりが、大きな原因ではないかと思います。 

 幾つか指摘しましたが、それについてお答えいただきたい。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） まず「ポスシステムについて」でございます。４５

０万円というところの中の内容は何だったと言うと、やはり言われるようにジャ

ストインということで、先ほど言わさせてもらったように、その品物がどれだけ

売れたかというところのソフト内容だけです。他は付いておらないということで、

私はその当初にそういったソフトも付いておってということを、思っておったわ

けですが、やはりそこまでのソフトの内容ではなかったということが１点目です。 

 それと、「産地仲買の関係では」でございます。販売については米の題材とし
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たところで、他の業者が入っとるやないかということでございます。あくまでも

生産者が大台町の中の生産業者ということで、明確になっておりますので、規約

の中で「製造」というところで判断すれば、それは妥当だという判断をしており

ます。要は作っておるところが、製造が明確であれば、それで規約でいいという

ことになっておりますので、作っておるところが、製造しとるところが、宮川地

内で作られている会社ですので、それは特に産地仲買の手だてにはなっておらな

いということを認識しております。 

 それと、「産業課におけるところの農産物に対する指導」ということでござい

ます。確かに当初、以前は道の駅については、やはり農産物販売ということで、

皆さんがこぞって参加していただいた。それで年々その道の駅ができてから、年

がたてば後の後継者がおらないということで、だんだん生産物が、展示物が少な

くなっているということ、当然、私ども産業課としては危惧しておるわけでござ

います。そういったところで、あくまでも生産者が、道の駅を利用していただく

ということで、本来道の駅のほうで一緒に考えていただきながら、産業課として

も協調しながらということで、今後どうするかということは、県を含めて地域の

中で模索するというところで、いま現在考えております。いきなり今、農産物を

作る人が、後継者がドッと出てくるというような状況は、非常に難しいと思いま

すので、できるだけ道の駅で高く売れて、それが一つの家計を補えるというよう

なもんではございませんけど、やはり少しでもいろいろな作物をつくっていただ

いて、そこで生計が成り立つというやり方もあろうかと思いますので、そういっ

たこともやっぱり考えていきたいと思っております。 

以上でございます。 

○議長（大西慶治君）  廣田議員。 

○２番（廣田幸照君） 「産地仲買的な商法があるんだ」という指摘に対して、

「製造が大台町内であれば、産地仲買には当たらない」というふうに、私理解し

たんですけど、昨年の町長の答弁は、「それはやはりルールとしてはおかしいわ
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なと。それでそういう事実があれば、やめさせる」というふうなことを言われた

ように記憶していますし、また議事録でも確かめたように思います。 

 それと、こんな新しく見解が変わってきたんかなと思うんですね。そうすれば、

この道の駅の性格はなんだというふうなことにも、成りかねない事態になってく

ると思うんですね。その辺は、もう一回確認しておきます。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君） この委託業者の規約の第２条になってきます。２条

の中には、第１項の中に、「生産・製造・加工しているもの等」ということの文

面があるわけです。当然、それを一括するなり、小分けするなりということで、

何らかこの大台町の人が関わっておるということで、規約の中には定められてお

ります。今、米の関係でも道の駅に出す時に、製造者、販売者という、そういっ

たところの位置づけで、道の駅としてもそういう本規約から則って選択しなけれ

ばならないというような状況ですので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（大西慶治君） ほかにございませんか。 

（「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） これで質疑を終わります。 

 以上で、報告第１０号 「道の駅奥伊勢おおだい株式会社の経営状況につい

て」を終わります。 

 

  
 

○議長（大西慶治君） 会議の途中でございますが、しばらく休憩をいたします。 

 再開は１３時、午後１時といたします。 

                     （午前１１時５５分 休憩） 

                     （午後 １時００分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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       報告第１１号の上程～質疑 

 

○議長（大西慶治君）  日程第１１  報告第１１号「株式会社  奥伊勢ハイウェ

イパークの経営状況について」を議題とします。 

  本件について、説明を求めます。 

  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  報告第１１号  株式会社  奥伊勢ハイウェイパーク

の経営状況につきまして、ご報告を申し上げます。 

  事業報告書 

 １．事業の概況 

（１）事業の経過及び成果 

  昨年６月以降の無料化社会実験に伴い、交通量も増となり物販部門、飲食部門

ともに全体の売上が約３１％増になりました。物販部門ではお客様に飽きの来な

いような商品の選定、入れ替えに力を入れてきました。飲食部門では新規メニュ

ーの追加等を定期的にしました、その結果、中日本エリアにおいて、「そば部

門」で１位をいただき、今後は各種メディアにてＰＲしていただくこととなりま

した。 

 休日はもちろん平日に関しましてもかなりの来客数で、昼食時には飲食部門が

混雑します。特に休日にはおみやげを買われるお客様で混雑し、ソフトクリーム

やテイクアウト商品が売上を伸ばしました。商品数も徐々に増やし、お客さまが

選びやすいように、レイアウトを調整し、また売上高の伸びのない商品に関しま

しても、納入業者と対策を相談して、売上の向上を目指しております。 

 無料化実験の影響による売上高増に伴い、人件費・歩合賃料も増えましたが、

全体的には恩恵を受けた結果となりました。今後は有料化になりますが、この売

上を維持あるいは上回るように、従業員一丸となり努力をしていく所存です。 

（２）今後の課題 
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 １．高速道路無料化実験の一部凍結に対する事業展開 

  ２．各部門の適切な人員の配置及び教育 

  ３．各部門別の収支分析 

  ４．地域食材を活用した新商品の開発 

  ５．飽きのこない商品の提供 

（３）委託業者登録数及び売上高の状況では、大台町と合計のみ報告をさせてい

ただきます。大台町業者数４０社。当期売上高、年間売上高、委託手数料、年間

売上高につきましては２７３９万５０００円、委託手数料６１６万５０００円、

手数料率、平均といたしまして２２．５％。売上比率４４．５％です。合計とい

たしまして、８０社、年間売上高６１６０万１０００円、委託手数料１３９２万

８０００円、売上比率は１００％でございます。 

 （４）部門別上下線の売上高の推移では、合計のみ報告させていただきます。

上り線のＰＡとして、物販部門では合計といたしまして５４３７万１０００円、

飲食部門では３０００万円。下り線のＰＡでは、物販部門で４５４８万６０００

円、飲食部門では２６８１万円でございます。トータル物販部門では上下線で売

上高合計といたしまして、９９８５万７０００円、飲食部門で上下線では売上高

合計といたしまして、５６８１万円でございます。 

 （５）財産及び損益の状況の推移では、第３期のみご報告をさせていただきま

す。売上高１億５９７８万２０００円、営業損益マイナス４３２万８０００円、

経常損益ではマイナス３３１万８０００円、当期純損益といたしましてマイナス

２７５万６０００円、１株当たり当期純損益といたしましては、マイナス１８７

６円。純資産といたしまして５６３５万４０００円、１株当たり純資産といたし

まして３万８３６２円、総資産といたしまして７６０４万５０００円、次期繰越

利益金マイナス１７０９万５０００円でございます。 

 ３ページ、４ページの説明につきましては省略をさせていただきます。 

 ５ページをお願いいたします。「貸借対照表」では「資産の部」、流動資産の
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計といたしまして６３０６万９７６８円、固定資産の計では１２９７万５８６２

円、資産の合計といたしまして７６０４万５６３０円。 

 「負債の部」でございます。流動負債１９６９万１３７２円、負債合計といた

しまして１９６９万１３７２円。純資産の部、株主資本といたしまして５６３５

万４２５８円、純資産合計といたしまして５６３５万４２５８円、負債純資産合

計で７６０４万５６３０円でございます。 

  続きまして、「損益計算書」では、売上高合計が１億５９７８万２２７９円、

売上原価が９９８１万５１８６円で、差引５９９６万７０９３円の売上総利益と

なっております。販売費及び一般管理費が６４２９万６０８４円で、売上総利益

から販売費及び一般管理費を差引いたしまして、４３２万８９９１円の営業損失

となっております。営業外収益が１０１万４３５６円、営業外費用といたしまし

て３５１８円を差引いたしまして、経常損失が３３１万８１５３円でございます。

特別利益といたしましては、７４万１３２０円を加え、税引前当期純損失２５７

万６８３３円に、法人税・住民税及び事業税１８万円を加え、当期の純損失は２

７５万６８３３円でございます。 

  ７ページ、「販売費及び一般管理費」の説明は省略をさせていただきます。 

  ８ページ、「株主資本等変動計算書」につきましては、株主資本合計のみご報

告をいたします。前期末残高５９１１万１０９１円、当期変動額、当期純損失と

いたしまして２７５万６８３３円、当期変動額合計でマイナス２７５万６８３３

円、当期末残高といたしまして５６３５万４２５８円でございます。純資産合計

も同額でございます。 

  ９ページ、１０ページの説明は省略をさせていただき、以上で報告を終わらせ

ていただきます。 

○議長（大西慶治君）  報告第１１号について、質疑があればお受けします。 

 質疑はありませんか。 

  山本議員。 
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○３番（山本勝征君） ３点ほど質問いたします。１点はですね、５ページの

「貸借対照表」の中で、出資金１０万１００円があるんですが、これはどこへ出

資しとるのかということについて、お伺いしたいと思います。 

 それから、７ページにつきましては、地代・家賃１２７２万７９５９円ですか、

中日本道路ですか、あそこへ納めとる地代やと思うんですけども、これの内訳と

いうのか、それについてお伺いしたいと思います。大変ですね、当初もその後も

いろいろな議員が質問して、一般管理費からしても大変負担の重い家賃やと思う

んですけども、重くのしかかってきていると思うんですけども、そのようなとこ

どういうふうに考えておるのか、お伺いしたいと思います。 

 それから、１ページに戻りまして、「無料化の社会実験」ということで、交通

量も増えて売上も増になったということが書いてあるんですが、社会実験が終わ

りまして有料化されるようになったと。そうすると売上、交通量も少なくなって

きていることは事実だと思いますし、その有料化に伴う売上減、どういうふうに

見ておるのか、ちょっとお伺いしたい。これは課長に、町長にちょっと後で聞き

たいんですけども、課長に３点お伺いしたいと思います。 

○議長（大西慶治君） 産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  山本議員さんから３点ほどご質問いただきました。

まず５ページの「出資金の１０万１００円の出資先」でございます。三重信用金

庫のほうに出資をしております。これの理由といたしましてＰＡのほうで、三重

信用金庫のほうで出資していただいておる、代わりに信用金庫のほうへＰＡから

出資してほしいということで、出資をさせていただいております。この１００円

については火災保険の関係で１００円という端数が出ております。 

 次に、２問目につきまして、７ページでございます。「地代・家賃」でござい

ます。１２７４万７９５９円ということで、これ中日本エクシスのほうへ地代・

家賃として払っております。まず固定賃料というのがございまして、１カ月３６

万７５００円、１２カ月で固定賃料４４１万円を払っております。あと年間の売
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上に対して８０００万円以上、８０００万円以下は固定賃料なんですけれども、

８０００万円以上につきましては、売上の１０％を納めよということで、この金

額が８３３万７９５９円ということで、４４１万円を合わせまして１２７４万７

９５９円が、中日本に家賃として支払っておるような状況でございます。 

 次に、３点目でございます。無料化がなくなってから、その台数を調べますと、

無料化が６月２７日に切り換わったわけなんですけども、５月と７月と比べます

と、約８０００台ぐらい利用が少ないということで、当然、経営に大きく影響で

るという、無料化であればいろんな方が高速を使って出向いていただくというこ

とで、大変、経営には寄与したわけですけど、有料化になればそれだけ一番身近

で比較すると８０００台減っておると、当然、経営にも影響は出てくるものと考

えております。 

 その中でもやはり、「あそこのパーキングへ行ったらこんなものがあるよ」と

いうような、やはり名物的なものをつくっていかなければならないかなと、この

文書の中でもそば部門で１位になったよという、やはり「おいしいから行ってみ

よか」とか、「あそこにああいう商品があるから行ってみようか」という、やは

りそういったことの取り組みをやっていかなければならないかなと思っておりま

す。食べ物等また商品についても、それなりに開発をしながら運営形態、有料化

になっておっても多く利用していただける方法を考えていきたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（大西慶治君）  山本議員。 

○３番（山本勝征君） 経営上のことで、町長、取締役になっておりますので、

ちょっとお伺いしたいんですけども、３年３期連続の赤字、これはですね、３０

００万円の出資した時も、いろいろな疑問があって、当初の計画も３年やったか、

５年やったか、赤字で計画が出ておったと思うんですけども、交通量が多くなっ

ても、今マイナスで累積赤字も１７００万円ぐらい出てきているということなん

ですけども、これから有料化になって、今までと８０００台近くの車が減ってく
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ると、そうするとさらに無料化で、車の量が多くても赤字があると。 

 これからですね、そういうふうにして有料化で、車の台数が減ってくると、ま

すます損失が増えるんじゃないかというふうに思うんですけれども、はたしてこ

れ５年なら５年、あと２年ぐらいは議会としても辛抱するとしても、黒字化がで

きるんかどうか。その辺のところを、取締役会でどういうふうに判断し、どうい

うふうな方策を取って、どういうふうに考えておるのかですね、その辺のとこを

聞いておきたいと、このように思います。 

○議長（大西慶治君）  町長。 

○町長（尾上武義君）  ３期目に入ってきておるわけなんですが、まずはその当

初の設備投資等々によるところの負担といいますか、そういったようなものがあ

るだろうと思いますし、それから今の８０００万円超えの地代・家賃の部分、こ

れが社長のほうもこれ政令ができた段階で、中日本の会社のほうにいきたいと、

こういうことでおっしゃっております。そういうことで、我々もそれこそ歩調を

合わせながら、これの部分は差し上げて行かないかんのかなというふうに思って

おりますが、それなりに有料化が復活してきたということで、通行台数も減って

きておるということで、当然売上も減ってくるということになります。売上が減

ったことによって、また中日本に収めるお金も減ってくるというふうなことがあ

るわけなんですが、それならもう少し比較してみやんと、何ともいえんのやない

かなというふうに思っておりますけども、この８０００万円超えの部分について

の家賃といいますか、そういったようなものについて、もう少し何とか経営が赤

字でずっと回っておるようなことではあきませんので、もう少し中日本のほうで

考えていただくようなですね、ここら辺もう少し数字をまとめてですね、要望を

上げて行かないかんのやないかと、こう思っております。 

 いうことで、その上で例えば人件費なり、想定あるものが適正なんかどうなの

かとか、いろんなものこれ見てかないかんのやないかなと思っております。もう

少し時間は必要なんかなというふうに思っておりますんで、それらをしっかり見
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て行かないかんなと思っております。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（大西慶治君）  山本議員。 

○３番（山本勝征君） どうですか、町長、黒字化への方向というのは、見通し

が立ってますか、立ってませんか。やはりずっと赤字で欠損でやってかな仕方な

いやないかという考え方なんかですね、そういうようなとこどういうふうに考え

とるんか。 

○議長（大西慶治君）  町長。 

○町長（尾上武義君） 今の扱うその手数料といいますか、そういったような部

分も、これも整理してかないかんという時がやってくるんだろうと思います。ト

ータルしてどういうようなもんなんかというようなことで、当然これ見て行かな

あきませんので、その黒字化に向けてですね、つぶさに見てかないかん。この特

殊な、無料化という特殊な時期がですね、今年６月１９日まであったというふう

なことでございますんで、その部分を差し引いて安定して、これぐらいの数字に

なってくるという上で、そういったその出の部分ですね、多くは人件費ですけど

も、そういったような部分とか、入りの部分とか手数料とかですね、そういった

ようなもんを、もっとこれ考えていかないかんのかなと思っております。 

 それと合わせて、今の地代・家賃というところでの交渉が、これから出てくる

んやないかなと、こう思っております。 

○議長（大西慶治君） ほかにありませんか。 

 小野議員。 

○１０番（小野恵司君） パーキングのことなんですけども、黒字経営を目指す

といっても、当初の計画では、１０年スパンで、１０年ぐらいたってようやく黒

字になってくるという当初計画だったんで、今のうちの赤字というのは仕方がな

いんかなとは思う状況ではあるんですけども、気長に見ていって、行ければなと

思っておりますが、これの全体に関することにもかかってくるんですけども、よ

ろしいか。その書き方の話なんですけども、今回このパーキングの場合は、平成
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２２年の４月から平成２３年度３月までの月別の売上なりを出してもらってある

んですけど、ほかのとこっていうんですかね、今まであがっていたところって、

なかったわけですね。 

 だから、フォレストピアなら集客は何人であるとか、何人増であるとか、前期

より何人増とかいって、あったんですけども、その前期が何人やったんか、何月

は何人やったかというのを、こういう書き方にちょっと統一してもらうことはで

きないのか。詳しく報告、せっかく報告いただけるんであれば、月ごとの売上、

集客数も見せていただければ、ありがたいかなと思うわけでありますので、そこ

ら辺のことを考えていただけないかというのが、まず１点とですね、あと「そば

部門で１位を取り」という部分があったんで、少しだけ気になったことがあった

んで、ご報告兼中日本にも報告していただきたいなと思うんですけども、せっか

く１位を取って、大きなポスターをつくっていただき、広告もしていただいてい

るんですけども、そのポスターの字が、ここは紀勢自動車道なんですね。だけど

「伊勢自動車道の奥伊勢パーキング」と書いてあって、また「松阪牛そば」とい

うのが１位なんですけれども、松阪の「さか」は阪神の「阪」なんですけども、

そこに書いてあるのが、上り坂の普通の坂道の「坂」という字になってましたん

で、そこら辺も強くせっかく地元のもんが、そうやって全国的というか、すごく

広い管内の中で発表されるんであれば、もうちょっとしっかり見ていただいて、

アピールする感じも考えていただきたいことを、中日本にもちょっと苦言をさし

ていただきたいと思います。とりあえず２点でお願いします。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  小野議員より２点ほどご質問いただきました。まず

１点は、「奥伊勢パーキングみたいな、月別の売上なり集客なりということ、他

のセクターでも対応できないか」というご質問でございます。今、皆様方にそう

いった内容自体お示しできるものであれば、この経営報告の中で、いただけるか

どうかというのは、一度その各会社等の中で、私も話をさせていただきまして、
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そういったものが得られるかどうかというのは、会社で検討していただくよう話

をもっていきたいと考えております。 

 もう２点目につきまして、「せっかくそば部門で」ということで、その表彰の

あり方というんですか、ポスターの取り方、誤っておりました。十分今後注意し

て、中日本エクシスのほうにも言っていきたいと考えております。以上でござい

ます。 

○議長（大西慶治君） 小野議員。 

○１０番（小野恵司君） 細かく、ああやこうやと言うことではないんですけど、

その月別、こうやってここの議会で、報告されてですね、各議員さんが「これは

どうしたほうがいいんや、こうしたほうがいいんやけど、こんな意見がある」と

いう話をされる場でもあるんで、そういう事細かなデータがあれば、「じゃあこ

の月はなんで多かったんや」とか、「なんでこの月は低かったんや、じゃこうし

たほうがいいな、ああしたほうがいいな」という、本当は株主総会等々でそうい

う話もするのが、の場のほうがいいかもしれませんけども、せっかくこういう場

で、この議会の場で報告されるんであれば、そういうふうな物があったほうが、

もっと細かくまた的確なことも言えるんじゃないかなと思いますので、また考慮

していただきたいなと思います。 

○議長（大西慶治君）  産業課長。 

○産業課長（野呂泰道君）  ただいまの意見、各会社等にもそういった資料のあ

り方、一度検討するように指示させていただきたいと思います。 

○議長（大西慶治君） ほかにありませんか。 

 これで質疑を終わります。 

（「な  し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 以上で、報告第１１号  「株式会社奥伊勢ハイウェイパ

ークの経営状況について」を終わります。 
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        認定第１号～認定第９号の上程～委員会付託 

 

○議長（大西慶治君） 

日程第１２  認定第１号  平成２２年度大台町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第１３  認定第２号  平成２２年度大台町国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

日程第１４  認定第３号  平成２２年度大台町簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

日程第１５  認定第４号  平成２２年度大台町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算認定について 

日程第１６  認定第５号  平成２２年度大台町老人保健事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

日程第１７  認定第６号  平成２２年度大台町介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 

日程第１８  認定第７号  平成２２年度大台町生活排水処理事業特別会計歳入

歳出決算認定について 

日程第１９  認定第８号  平成２２年度大台町後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算認定について 

日程第２０  認定第９号  平成２２年度大台町国民健康保険病院事業会計歳入

歳出決算認定について 

を一括議題とします。 

 

  
     提案理由の説明 

 

○議長（大西慶治君）  認定第１号から順次、提案理由の説明を求めます。 
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  総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君）  認定第１号  平成２２年度大台町一般会計歳入歳出

決算認定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  平成２２年度大台町一般会計歳入歳出決算につきましては、お手元の歳入決算

書４ページをご覧いただきたいと思います。 

 歳入の調定額８０億２７８６万６０５０円に対してまして、収入は９９．２％

の７９億６６０２万９２６３円となりました。予算現額に対する収入済額の割合

は９６．７％でございます。 

 また、不納欠損額が３２１万１８６９円、収入未済額は５８６２万４９１８円

となりました。 

 続きまして、７ページをご覧いただきたいと思います。 

歳出につきましては、予算現額８２億３８０１万８０００円に対しまして、支出

済額７６億３３４８万１６４５円となり、この額から翌年度繰越額４億７３１万

６０００円を差し引いた１億９７２２万３５５円が、不用額となりました。 

  歳入歳出差引額は、７ページでございますけれども、３億３２５４万７６１８

円の黒字となり､ 平成２３年度に繰り越した事業の財源１億６８８３万６０００

円を差し引いた実質収支額も１億６３７１万１６１８円の黒字となりました。 

  なお、詳細につきましては、別添の一般会計決算主要事項説明書をご覧いただ

きたいと存じます。また別添事項別明細書の中、歳出備考欄で数字の前に、糸偏

の「繰」と記述しておりますのは、２１年度から繰り越した２２年度決算数字で

ございます。 

 以上、監査委員さんの決算審査意見書を付し、あわせて別冊の決算説明等関係

資料を提出させていただきましたので、よろしくご審議のうえ、ご承認賜ります

ようお願いを申し上げます。 
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○議長（大西慶治君）  健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君）  認定第２号  平成２２年度大台町国民健康事

業特別会計歳入歳出決算認定について、提案理由のご説明を申し上げます。 

  国民健康保険の加入状況につきましては、平成２２年度平均で、世帯数が１７

５７世帯、被保険者数につきましては３０８０人で、住民の約２９．２３％が国

民健康保険に加入されています。前年度より被保険者数で６２人減っており、運

営的には医療費の増加に対して、加入者層の高齢化や所得の低下による国保税収

入の減額、過年度精算による返還と減額などにより、財政調整基金の繰入と、一

般財源による法定外繰入を行いました。 

 まず、歳入の主なものでございますけど、ｌ款・国民健康保険税につきまして

は、現年度分の一般・退職を合わせまして、調定額２億１２４万６９００円に対

し、収入済額が１億９１１１万１２００円で、収納率が９４．９６％となってお

ります。 

  また、滞納繰越分のうち６７万９１００円を不納欠損処分いたしました。 

  ３款・国庫支出金では療養給付費等負担金２億５０２万９９１９円や、財政調

整交付金６６６９万４０００円などあわせて、２億７７９２万３１７６円を収入

いたしました。 

 ２１４ページですけど、４款・療養給付費交付金では、退職被保険者分として

７６４２万６６１７円を、５款・前期高齢者交付金として３億１３４４万９７３

８円を社会保険診療報酬支払基金より収入いたしまた。 

 ６款・共同事業交付金として１億２０５４万９２０１円を、７款・県支出金で

４７７９万１２４８円を収入いたしました。 

  ２１６ページ、９款では、繰入金の一般会計繰入金９８６７万４１１５円のう

ち５０００万円につきましては、財政補てん分となっております。また財政調整

基金より５０００万円繰り入れしております。 

 １０款・繰越金として１０２７万５０６６円などが収入済となり、歳入合計で



 73 

１１億９７３９万３８０９円となりました。 

  歳出の主なものですけど、２１９ページ、２款・保険給付費の療養諸費が一

般・退職あわせて７億５１７６万２９２６円と、昨年度対比１１７８万６４７１

円増額となっております。また、高額療養費は、一般・退職あわせて８４７７万

２７２２円で、前年度対比２１７万６５７１円増額となっております。 

  ２２２ページ、３款・後期高齢者支援金では、１億２１７２万７１９５円、６

款・介護納付金で５６０２万５２５円を、７款・共同事業拠出金で１億２２３６

万９１９６円、２２４ページ、８款・特定健診の保健事業費で、５３５万５８２

３円を支出いたしました。 

  ２２６ページ、１１款・諸支出金の償還金で、療養給付費負担金などの前年度

の精算金、返還金として１５１８万９６２７円、１２款・直診勘定繰出金では、

報徳病院機器購入費として１５５万９０００円を支出し、歳出合計が１１億７３

０７万１８８９円となりました。 

  以上、歳入総額１１億９７３９万３８０９円、歳出総額１１億７３０７万１８

８９円で、差引残高２４３２万１９２０円となりました。 

  ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

   

○議長（大西慶治君）  次に、簡易水道事業特別会計。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君）  認定第３号  平成２２年度大台町簡易水道事業

特別会計歳入歳出決算認定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、１款・使用料及び手数料の使用料では、水道使用料現年

度分と過年度分あわせまして、収納率９８．９９％で、１９５９万１８０７円が

収入済みとなりましたが、１９３万７５２９円が収入未済額となっております。

手数料では開栓手数料１８５件ほかで２４万８４００円を収入いたしました。 
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  ２款・国庫支出金の簡易水道費補助金では、簡易水道再編推進事業統合簡易水

道事業補助金１億５４１３万７０００円、東部簡易水道整備事業補助金繰越分に

つきまして２９０万円を、あわせて１億５７０３万７０００円を収入いたしまし

た。 

 ３款・財産収入では、基金利子として５万４１１４円を収入いたしました。 

 ４款・繰入金では、歳入の約２７％の２億４１５３万７０００円を一般会計か

ら繰り入れております。 

  ５款・繰越金では、前年度繰越金４６７万９９６円、明許繰越分１５６５万円

あわせて２０３２万９９６円が収入済となっております。 

  ６款・諸収入では、預金利子５９１４円及び新規加入納付金２２件分ほかで３

２３万４０００円と、その他雑入５万２３８０円など、３２９万２２９４円を収

入いたしました。 

  ７款・町債では、簡易水道建設事業債２億７５８０万円を収入いたしました。 

  簡易水道建設事業債の内訳は、簡易水道事業債１億３７９０万円と、辺地対策

事業債１億３７９０万円でございます。 

  歳出につきましては、１款・総務費では、職員の給与等のほか、水質検査委託

料７１７万９５８５円、及び検針委託料４５０万３５７６円など、８７１２万２

４７８円を執行しました。 

  ２款・簡易水道費の簡易水道維持費では、需用費で１０施設の浄水場等光熱水

費、薬品費、小規模水道施設修繕費など３６６６万２５８３円、委託料では簡易

水道機械電気設備保守点検、水道施設保守点検管理委託料、水道配管図管理シス

テムデータ更新業務委託など２０６３万７１２０円。工事請負費ではメーター取

替工事１５７万２９００円、佐原簡易水道渇水対策工事に３１３万５４２６円及

び原材料費では維持管理保守用材料代１９４万９５２円など、６９２６万３６２

８円を執行しました。 

  新設改良費では、委託料で新宮川橋架替に伴う配管布設替工事設計業務委託に
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１８０万４９５０円、三瀬谷地区統合簡易水道事業測量設計業務委託に２８７６

万７９００円、日進川添地区総合簡易水道事業管網計算業務委託１０２万９００

０円、工事請負費では大谷、菅合ろ過池砂取替工事に１３９万３３５０円、三瀬

谷・日進川添地区統合簡易水道事業工事に４億３万１１００円など、４億５５３

０万２６３９円を執行しました。 

  ３款・公債費では、簡易水道事業債、過疎対策事業債、辺地対策事業債、災害

復旧事業債などの償還金利子及び割引料として２億６０５３万１６７６円を支出

いたしました。 

  歳入総額８億８８８８万１６１１円、歳出総額８億７２２１万１４２１円とな

り、歳入歳出差引額１６６６万１９０円となりました。よろしくご審議のうえ、

ご承認賜りますようお願い申し上申し上げます。 

 

   

○議長（大西慶治君）  住宅資金等貸付事業特別会計について。 

 町民福祉課長。 

○町民福祉課長（磯田諄二君）  認定第４号  平成２２年度大台町住宅新 

築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について、提案理由のご説明を申し

上げます。本事業特別会計は償還事業のみでございます。 

  歳入総額５００万３１３１円、歳出総額４７２万３３６３円で、差し引き２７

万９７６８円となりました。 

  歳入の主なものは、１款・事業収入で、３２７万９９９６円、２款の県支出金

が２１万６０００円、３款・繰入金、一般会計からの繰入金でございます１４５

万円、及び４款・繰越金の５万６８８６円でございます。 

  歳出の主なものは、１款・総務費の電算機器システム使用料等で６０万３９１

６円、及び２款・公債費の４１１万９４５２円でございます。 

  事業収入で現年度分調定額２９６万３５３２円に対しまして、収入済額２３９
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万６４８０円で、収納率は８０．９％、過年度分では調定額が３８６５万５９０

４円で、収納額が８８万３５１６円、収納率２．３％でございます。 

  以上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

   

○議長（大西慶治君）  次に、老人保健特別会計。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君）  認定第５号  平成２２年度大台町老人保健事

業特別会計歳入歳出決算認定について、提案理由の説明を申し上げます。 

 老人保健事業につきましては、平成１９年度で廃止されたため、その後による

審査の遅れている給付費等の支払業務となり、今回が最終年度の決算となってお

ります。 

 歳入の主なものにつきましては、４款・一般会計繰入金９４万１０００円、５

款・繰越金５０７万２２２２円などで、歳入の総額は６０１万７０７１円となり

ました。 

  次に、歳出の主なものでございますけど、１款・総務費では５３万４２４０円、

２４９ページになりまして、４款・諸支出金では前年度の精算返還金として支払

基金国県へ１５０万４４２８円を支出しました。なお繰出金３５７万４０００円

につきましては、前年度の精算分として予算計上しておりましたが、未払いとな

ってしまいました。大変申しわけありませんでした。この部分につきましては、

今年度一般会計繰越金に含まれております。 

 歳出の総額は２０３万８６６８円となりました。 

  以上、歳入総額６０１万７０７１円、歳出総額２０３万８６６８円で、差引残

額３９７万８４０３円となりました。 

  ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（大西慶治君）  次に、介護保険事業特別会計について。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君）  認定第６号  平成２２年度大台町介護保険事

業特別会計歳入歳出決算認定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  事業概要といたしましては、平成２２年３月末現在の１号被保険者数は３７１

１人で、うち７１９人が要介護認定者です。要介護認定者数の内訳は､ 居宅介護

サービス受給者３７９人､ 施設介護サービス受給者が１１１人、地域密着型サー

ビス受給者が３９人、サービス未受給者が１９０人でございます。 

  それでは、歳入の主なものからご説明申し上げます。 

  １款・保険料につきましては、調定額１億５７７２万９２７５円に対し、収入

済額が１億５４９４万４４５１円で、収納率が９８．２３％となっております。

また、滞納繰越分のうち、不納欠損処分として６５万９３６４円を行いました。 

  ２款・国庫支出金では、介護給付費負担金、調整交付金などをあわせて２億９

７２６万９１４３円の収入となっております。 

  ３款・支払基金交付金では３億２１５２万６９１４円、４款・県支出金では１

億６３６２万５８７５円を収入いたしました。 

  ２５４ページ、７款・繰入金では、一般会計から介護給付費など１億６７４９

万１０００円と、また基金繰入金として２２６８万４０００円を繰り入れいたし

ました。 

  ８款・繰越金では､ 前年度繰越金として１５６２万４１１８円の収入済額とな

っております。 

  ９款・諸収入では、２５６ページ、雑入において、平成２１年度地域支援事業

委託精算金など４５５万９５８１円を収入し、歳入の総額は１１億４７９４万６

５１２円となりました。 

  次に歳出の主なものでございますけど、２５７ページ１款・総務費では、１



 78 

項・総務管理費で２３８万９０５７円、２項・徴収費で１０７万７１９７円、３

項・介護認定審査費で１１７８万２４１４円を支出いたしました。 

  ２款・保険給付費では､ 介護サービス等諸費など昨年度の０．９％増で、１０

億３８２９万４２５８円を支出いたしました。 

  ２６２ページになりますが、３款・地域支援事業費では、介護予防事業費や包

括的支援等諸費で３９６８万８４０２円を支出し、４款、２６４ページの基金積

立金では１１２６万２８００円を積み立てました。 

  ６款・諸支出金では、平成２１年度の精算金として一般会計へ９９９万８３６

７円を繰出し、歳出の総額は１１億１４６４万１２３６円となりました。 

  以上、歳入総額１１億４７９４万６５１２円、歳出総額１１億１４６４万１２

３６円で、差引額３３３０万５２７６円でございます。 

  ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

   

○議長（大西慶治君）  次に、生活排水処理事業特別会計について。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君）  認定第７号  平成２２年度大台町生活排水処理

事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  歳入につきましては、１款・使用料及び手数料の使用料では、前年度分と過年

度分をあわせて収納率９８．０５％で、７６４６万３６２５円が収入済となって

おりますが、１５２万９２５円が収入未済となっております。 

 浄化槽整備事業使用料で浄化槽使用料４０８世帯、１９９２万５８５０円と寄

付採納浄化槽使用料３５９世帯分、１７５５万８６２５円と、下水道整備事業使

用料で、下水道使用料４９９世帯分、３８４９万７２００円と、下水道未供用地

域寄付採納浄化槽使用料、１世帯分５万４００円を収入いたしました。 

  手数料では、指定工事店登録手数料７万円が収入済みとなっております。 



 79 

  ２款・分担金及び負担金では、浄化槽整備事業分担金９６０万４２７５円を収

入しました。 

  ３款・国庫支出金の国庫補助金では、循環型社会形成推進交付金３０９３万５

０００円を収入しました。 

  ４款・県支出金の県補助金では、浄化槽整備事業費補助金３４４万７０００円

と、下水道整備事業費補助金１２０万４０００円、計４６５万１０００円を収入

しました。 

  ５款・財産収入では、利子及び配当で浄化槽整備推進事業減債基金利子２万２

５６４円と、公共下水道整備基金利子２万６０１９円、計４万８５８３円を収入

しました。 

  ６款・繰入金では、歳入の約５３．１％の１億７３６６万円を一般会計から繰

り入れております。内訳としまして、浄化槽整備費に２２９５万１０００円と、

下水道整備費に１億５０７０万９０００円でございます。 

  ７款・繰越金では、前年度繰越金１４６２万８３０６円が収入済となりました。 

  ８款・諸収入では、普通預金利子２５３９円と、下水道加入金３０万円、あわ

せて３０万２５３９円を収入しました。 

  ９款・町債では、浄化槽整備事業に、下水道事業債８２０万円と、過疎対策事

業債８２０万円、計１６４０万円を収入しました。 

  次に、歳出につきまして、１款・総務費では、浄化槽整備事業一般管理費で１

１０２万９１８６円、及び下水道整備事業一般管理費で１８３９万５７３１円を

執行しました。いずれも職員の給与等の人件費、地域推進員経費、設計積算必要

経費などが主な支出でございます。 

  ２款・施設費の浄化槽整備事業施設費では、合併処理浄化槽設置工事５７６１

万８７５０円を執行しました。下水道整備事業施設費では委託料として、下水道

整備事業水質調査業務１５万７５００円を執行しました。工事請負では下水道管

渠布設工事２０万２６５０円を執行しました。 
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  ３款・維持費の浄化槽整備事業維持費では、４７４３万７１５５円を執行しま

した。主な内容は、浄化槽清掃業務委託料及び合併処理浄化槽７６７基分の維持

管理に要する費用でございます。 

  下水道整備事業維持費では、４０９３万６２０６円を執行しましたが、内容は

下水処理場及びマンホールポンプの維持管理に要する費用でございます。 

  ４款・公債費では、下水道事業債、過疎対策事業債などの償還金利子及び割引

料として１億４５９２万９１３円を執行しました。 

  歳入総額３億２６７６万３３２８円、歳出総額３億２１６９万６０９１円とな

り、歳入歳出差引５０６万７２３７円となりました。 

  よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

   

○議長（大西慶治君）  次に、後期高齢者医療事業特別会計について。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君）  認定第８号  平成２２年度大台町後期高齢者

医療事業特別会計歳入歳出決算認定について、提案理由のご説明を申し上げます。 

  まず、７５歳以上の被保険者数につきましては、平成２２年度平均で、２２６

５人となっております。 

  歳入の主なものにつきましては、１款・保険料、調定額６９２６万２２２６円

に対し、収入済額６９２２万９６２７円で、収納率９９．９５％となりました。 

  ３款・一般会計繰入金では、１億７０３３万２０００円の収入済額となり、歳

入の総額は２億３９９１万８７０７円となりました。 

  歳出の主なものにつきましては、２８５ページ、１款・総務費で、電算委託料

など２０８万２１６５円を、２款・後期高齢者医療広域連合費として２億７５７

万２２６５円を支出いたしました。 

 歳出の総額は２億３９７３万１６１７円となりました。 
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  以上､ 歳入総額２億３９９１万８７０７円､ 歳出総額２億３９７３万１６１７

円、差引残額１８万７０９０円となりました。 

  ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

   

○議長（大西慶治君）  次に、病院事業会計について。 

 報徳病院事務長。 

○報徳病院事務長（尾上  薫君）  ただいま上程されました、認定第９号 平成

２２年度大台町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算の主な内容をご説明申し

上げます。 

  病院事業会計決算書及び付属書類の１０ページをご覧ください。 

  町民の身近なかかりつけ医療機関として、また、健康づくりの要として、地域

医療を積極的に展開してまいりました。また、病院運営にあたりましては、健全

経営をめざし、経費の削減と、増収に取り組んでおりますが、医療界を取り巻く

環境はかつてないほど大きく変化し、医師不足、看護師不足など医療提供体制の

確保と病院経営の維持が非常に困難な状況となっています。このような中で、新

たに定着医の確保に努力いたしましたが、採用にはいたらず定着医師２名と県派

遣内科医師１名の３名の常勤医師、眼科、整形外科それぞれ１名の非常勤医師と

いう体制で事業を行ってまいりました。 

 懸案となっておりました、医師の日直・当直勤務につきましては、１２月から

４名の内科医師により、月１日ずつ土曜日と日曜日の日直・当直の支援を受け、

少しではありますが、常勤医の負担の軽減をすることができました。 

 本年度の事業の概要を申し上げますと、患者数では入院患者延べ数が８３７５

人、１日平均２２．９人となり前年度と比較して１４０人、１．６％の減となり

ました。外来患者につきましては、延べ数で２万５３０５人、１日平均８８．６

人となり、前年度と比較して７５８人、２．９％の減となりました。収益的収支
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でございますが、病院事業収益につきましては、患者数の減少に加え、診療報酬

の算定において過誤調整が生じたことなどにより、事業収入は４億７１１１万４

１４３円となりました。病院事業費用では、４億８３２８万４４５０円となり、

１２１７万３１３円の当年度純利益が生じることとなりました。 

  なお、資本的収支につきましては、収入として町補助金３９７４万１４３０円、

国庫補助金１５５万９０００円、企業債４８０万円、あわせて４６１０万４３０

円となり、支出につきましては、建設改良費２００７万９５２５円、企業債償還

金２１３８万１４３０円、あわせて４１４６万９５５円となりました。 

  以上が、平成２２年度の病院事業概要でありますが、今後、継続可能な健全経

営を目指し、より一層の努力をするとともに、町営の医療機関として、安心と安

全な医療の提供に努め、信頼される病院として積極的に努力してまいります。 

  よろしくご審議賜り、認定いただきますようお願い申し上げます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君） 会議の途中ですが、しばらく休憩をいたします。 

 再開は２時１５分とします。 

                      （午後２時００分 休憩） 

                      （午後２時１５分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君） 休憩前に説明のありました件について、監査委員から

「平成２２年度大台町一般会計・特別会計決算審査意見書」及び、「平成２２年

度大台町国民健康保険病院事業会計決算審査意見書」、「平成２２年度定額の資

金を運用するための基金運用状況審査意見書」が提出されておりますので、監査

委員の報告を求めます。 
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  中井監査委員。 

○監査委員（中井  裕君）  それでは監査委員を代表いたしまして、私からご報

告を申し上げます。 

  監査委員意見書は、大台町歳入歳出決算書の最後に綴ってございます。 

  平成２２年度大台町一般会計・特別会計歳入歳出決算、並びに平成２２年度大

台町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算の審査結果の概要をご報告申し上げ

ます。 

  まず、上段に記載いたしましたページ数、３ページでございます。一般会計及

び７つの特別会計の歳入歳出決算についてでございます。 

 審査は、平成２３年７月５日から７月２６日までのうち６日間、担当課長等に

出席を求め実施し、審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実

質収支に関する調書、財産に関する調書、及び各基金の運用状況を示す書類につ

いて、関係法令に準拠して調製されているか、財政運営は健全か、財政の管理は

適切か、さらに予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼をおき、関係

諸帳簿及び証拠書類等の照合等、通常実施すべき審査のほか、必要と認める審査

を実施いたしました。 

  審査の結果、いずれの書類も関係法令に準拠して作成されており、決算係数は

関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、適正なものであり、また、予算の執行及

び関連する事務の処理はおおむね適正に行われているものと認められました。 

  各会計の結果は次のとおりです。 

 上段に記載いたしました４ページ、一般会計につきましては、収入済額は７９

億６６０２万９２６３円、支出済額は７６億３３４８万１６４５円で、歳入歳出

差引額は３億３２５４万７６１８円で、そのうち翌年度に繰越明許費として繰り

越される一般財源は、１億６８８３万６０００円となっており、実質収支額は１

億６３７１万１６１８円であります。繰越明許費の事業規模は、４億７３１万６

０００円で、消防費を除くすべての事業関係の款にわたり、内容についてはほと
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んどが国からの臨時交付金関係の事業で、国の予算付けが平成２２年度後半であ

ったこと等から、翌年度へ繰り越すもので、２３年度において国県補助金２億４

４１万円と、地方債２２３０万円、その他の特定財源１１７７万円を受けるとと

もに、繰り越された一般財源をもとに事業が実施されます。 

 歳入面において、自主財源全体では、前年度に比べ９％ほど増加しております

が、その主なものは不動産売払収入やカーボンオフセットクレジット売却収入及

び繰越金であります。自主財源で最も大きな割合を占める町税のうち、町民税に

ついては、個人所得が減少している等の影響を受け、前年度比約５％減少してお

ります。町民税の徴収率については、現年分調定に対して９８．９％、滞納分調

定に対して６１．５％、固定資産税については現年分調定に対して９７．８％、

滞納分調定に対して１６．１％、軽自動車税については現年分調定に対して９７．

４％、滞納分調定に対して２４．２％の現状であります。 

 ふだんの徴収努力や職員の派遣実践研修、法的措置、三重地方税管理回収機構

への滞納処分の移管など、積極的な取り組みにより、大部分の税目における徴収

率は高率を維持し続けています。その努力は評価するところでありますが、固定

資産税の滞納繰越分の徴収率が課題であることから、今後、滞納原因や財産の実

態調査を実施しながら、徴収方法を検討し、計画的で集中した取り組みを期待す

るところであります。 

 固定資産税の不納欠損額の増加理由は、納税者の死亡により財産処分も終了し、

競売手続きによる配当も受け、残滞納額の徴収の可能性がなくなったことにより

増加したもので、いたしかたないことであると理解しますが、多くの町民は誠実

に納税等の責任義務を果たしており、負担の公平性、自主財源の確保の観点から、

今後も厳正な調査に基づき、債権の保全に万全を期されたいと考えます。 

  分担金及び負担金で１１万５０５０円の保育所児童運営費負担金の収入未済が

あるので、事情は考慮すべき場合もありますが、公平性の観点からできるだけ年

度内納入していただくよう、努力されたいと思います。 
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 歳出面においては、各団体等への町補助金で、一部繰越金が多く出ている団体

もあったことから、補助金の内容で具体的には、次の点について、１．公益性と

効果があるかどうか。２．経費負担のあり方は適正かどうか。３．行政の責任分

野、役割分野はどうであるか。４．会計処理や使途は適切かどうか。以上の項目

について、補助金に対する指針等を作成し、全町的に見直すことも必要であると

考えます。 

 また会計事務全般においては、歳入については調定、歳出については支出負担

行為の時期等について、会計規則及び予算の執行及び執行に関する規則にしたが

い処理していれば、歳出の未執行や収入未済は未然に防げることから、規則に沿

った適正な事務処理をされたいと考えます。 

 神戸半七郎基金については、基金条例によるものではなく、当時、教育関係の

充実を目的にいただいているものを積み立てたと聞いております。その後、長期

間にわたり使用されてない現状もあり、寄付者の意向を尊重できるよう、特定財

源として一般会計に歳入し、教育関係の充実に利用させていただくべきと考えま

す。 

 町におかれては、自主財源が多く望めない中、国の動向を的確にとらえ、国か

らの交付金事業や有利な起債を充当しながら、きめの細かい事業展開を積極的に

進められたことは、大いに評価するものであります。今後、行き先不透明な経済

状況や雇用情勢の悪化から、財源の根幹をなす町税の大きな伸びは期待できない

状況は続くと考えられますが、町づくりの指針となる大台町総合計画に沿って、

少子高齢化の進展に対応した福祉政策、集落対策、生活教育環境の整備等、多様

化する町民の要望や社会情勢の変化に対応した、多くの財政需要が引き続き見込

まれます。 

 また歳出における性質別経費の状況をみると、年々物件費や扶助費等の消極的

経費の決算額が増加しています。今後、費用対効果の観点に立った、コスト意識

の徹底と、事務事業の適正かつ効率的な執行により、さらなる経費節減を図りな
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がら、総合計画の着実な推進に進められたいと考えます。 

 次に、特別会計について申し上げます。上段に記載のページ数の７ページ、国

民健康保険事業特別会計につきましては、歳入は１１億９７３９万３８０９円、

歳出は１１億７３０７万１８８９円で、差し引き２４３２万１９２０円を翌年度

に繰り越しています。被保険者数の状況は人口１万５３９人に対し、３０３４人

となっており、加入率は２８．８％で減少傾向にあります。国民健康保険税につ

いては、現年度分では前年度より徴収率が増加していますが、滞納繰越分につい

ては低下しているところから、滞納者に対する実態調査に基づく、滞納整理に取

り組み未収金の縮減に向けた、なお一層の取り組みを望むものであります。 

 また医療分滞納繰越分６１万７９６１円、介護分滞納繰越分６万１１３９円、

合計６７万９１００円を不納欠損として処理しておりますが、前年度より不納欠

損額は減少しているので、引き続き債権の保全に万全を期されたいと考えます。 

  国民健康保険事業については、県下でも医療費は７番目に高い位置で、保険税

は４番目に低い位置にあり、一般被保険者を例にとると、医療給付費に対する保

険税の割合は年々下がっています。国民健康保険事業特別会計の基金も底をつい

た状態であることから、国民健康保険財政の基盤強化のため、適正な保険税の見

直しと一般会計からの繰り入れの両面で、町民の理解が得られる形で検討すべき

と考えます。 

 上段に記載のページ数、８ページでございます。簡易水道事業特別会計につき

ましては、歳入は８億８８８８万１６１１円、歳出は８億７２２２万１４２１円

で、差し引き１６６１万１９０円を翌年度へ繰り越しをしています。 

 歳入における水道使用料の収入未済額は、現年分６５万３３７１円、過年度分

で１２８万４１５８円、合計１９３万７５２９円となっています。使用料の収納

については現年度分収納率は９９．６６％と、前年度の９９．７８％に少し下が

っています。引き続き受益者負担の原則のもと、公平性を確保するためにも滞納

状況を確実に把握しながら、口座振替の推進、滞納整理の強化など、効果的な収
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納対策を講じられ、収納率の向上に最善を尽くされたいと考えます。 

有収率、給水量を配水量で除したものでありますが、これについては、町全体で

７８．７％であり、特に低い施設地域については、調査を実施されたいと考えま

す。低下の原因としては、給水管路の末端における残留塩素の調整のための放流

措置や、消防用消火栓の使用と思われますが、それ以外は漏水と考えられること

から、漏水調査を行い改良することにより、薬品や電気料金等管理費の削減や突

然の大きな漏水事故の防止につなぐことができることから、計画的な老朽配水管

の布設替事業を実施し、高水準の目標８５％を維持するように望むものでありま

す。 

  上段に記載のページ数９ページ。住宅新築資金等貸付事業につきましては、歳

入は５００万３１３１円、歳出は４７２万３３６３円で、差し引き２７万９７６

８円を翌年度へ繰り越しております。貸付金の収納率は、現年度分１０件につい

て８０．９％、前年度は８４％、過年度分２０件については収納率２．３％、前

年度は３．１％であります。 

 住宅新築資金等貸付事業については、前年度に比べ現年度、過年度分とも徴収

率は低下し、一般会計からの繰り入れもなされていることから、収入未済額の解

消に向け、なお一層の取り組みを望むものであります。 

 続きまして、老人保健事業特別会計につきましては、後期高齢者医療制度の創

設により、この老人保健制度は２２年度をもって廃止され、２３年度からは一般

会計において残務処理がされています。２２年度決算において、一般会計への繰

出金３５７万４０００円が未執行となっていますが、この会計は２２年度をもっ

て廃止されたことにより、その未執行を含めた老人保健事業特別会計の実質収支

額を、２３年度一般会計予算に繰り入れることにより、治癒したような形になり

ますが、決算上においては未執行に変わりはないので、注意されたいと考えます。 

  続きまして、介護保険事業特別会計につきましては、歳入は１１億４７９４万

６５１２円、歳出は１１億１４６４万１２３６円で、差し引き３３３０万５２７
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６円を翌年度に繰り越しています。保険料収納状況については、収納率は前年度

並みでありますが、収入未済額は２１２万５４６０円となっており、不納欠損額

は６５万９３６０円が処理をされています。 

 介護保険事業について、６５歳以上の第１号被保険者のうち、要介護認定者の

割合は１９．７％で、そのうち８１．６％が介護サービスを受けており、今後も

高齢化が進み、介護サービスの需要は増加していくことと予想されることから、

当事業の安定的な運営には、給付と負担のバランスの確保がますます重要となっ

てきています。滞納者に対しては、制度を正しく理解していただく努力をされて

いるようではありますが、今後も収入の確保と被保険者間の負担の公平性を図る

ため、収入未済の縮減に一層に取り組みを望むものであります。 

 続いて、上段に記載のページ数１０ページでございます。生活排水処理事業特

別会計につきましては、歳入は３億２６７６万３３２８円、歳出は３億２１６９

万６０９１円で、差し引き５０６万７２３７円を翌年度に繰り越しています。浄

化槽整備事業使用料２３万６２５０円、下水道整備事業使用料３２万９７００円、

また過年度分の使用料についても９５万４９７５円の収入未済額があるので、収

入未済額解消に向けて努力されたいと考えます。 

 市町村型合併処理槽設置補助金の補助率については、年間施工件数３０カ所以

上になると補助率が変動し、３分の１から２分の１になることから、制度の啓発

及び事業の推進を図られたい。また下水道事業の加入促進についても、継続して

粘り強く推進され、加入目標７０％に向けて努力されたいと考えます。 

  続いて、後期高齢者医療事業特別会計につきましては、歳入は２億３９９１万

８７０７円、歳出は２億３９７３万１６１７円で、差し引き１８万７０９０円を

翌年度に繰り越しをしております。 

 この制度は三重県後期高齢者広域連合が運営主体となって、資格の認定や保険

料の決定、医療給付を行っていますが、保険料の徴収については、本町の役割と

なっており、現年度分普通徴収保険料で少額の収入未済額がありますが、納入の
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遅れによるものであり、事情は考慮すべき場合もありますが、公平性の観点から

できるだけ年度内納入していただくよう努力されたい。 

 また歳出面において、２１年度の精算により一般会計への繰出金９万円が、未

執行であることから、２２年度精算とあわせて２３年度予算において繰り出しす

べきと考えます。 

  続きまして、上段に記載のページ数、２５ページでございます。 

  平成２２年度大台町国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算についてでござい

ますが、審査は平成２３年７月１日に実施し、決算報告書、財務諸表、事業報告

書及び付属書類は関係法令に準拠して調製され、当事業の経営成績及び財政状況

を適正に表示しているかを検証するため、関係諸帳簿及び証拠書類を照査し確認

を行い、あわせて関係職員から説明を聴取するなど、通常の審査手続きを実施し

たほか、必要と認める審査を実施いたしました。 

  審査の結果、いずれの書類も正確に作成されており、当事業の経営成績及び財

政状況を適正に表示しているものと認められました。なお、当事業は経済性を発

揮し、公共の福祉増進のため運営されているかについても検討をいたしました。 

 決算における病院事業収益は４億７１１１万４１４３円、病院事業費用は４億

８３２８万４４５６円となっており、当年度純損失１２１７万３１３円を生じて

います。 

  また、資本的収支については、収入としては町補助金３９７４万１４３０円、

国庫補助金１５５万９０００円、企業債４８０万円で、あわせて４６１０万４３

０円であり、支出については機器備品の購入と建設改良費２００７万９５２５円、

企業債償還金２１３８万１４３０円で、あわせて４１４６万９５５円となってい

ます。 

  患者数の動向については、外来患者数延べ数が２万５３０５人で、前年度より

７５８人の減少、また入院患者延べ数において８３７５人で、前年度より１４０

人の減少となっております。外来収益の減収については、外来患者数の減少に伴
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うもので、人口の減少及び前年度に比べインフルエンザ等の流行が少なかったこ

とによるものと考えられます。 

 入院収益の減収については、入院患者数の減少のほかに、通常、入院患者の人

数に対して看護する職員の数が多いほど、より高い診療報酬が請求できる仕組み

となっていますが、現在は看護師不足や、ベット数が常に満床でないことから、

少ない人数の看護師で対応しつつ、食事介助の時間を遅くするなど、手厚い看護

を進めていた中、看護師の１カ月における夜間勤務の形態において、労働安全衛

生法の観点から、月平均夜間勤務時間数が決められている限度を超過したことで、

診療報酬の入院基本料の適用区分に変更が生じたことで、減収したことも一因で

あると考えます。今後も医療サービスの向上と経営安定化を図るため努力された

いと考えます。 

  以上が、平成２２年度大台町一般会計・特別会計、並びに国民健康保険病院事

業会計の審査結果の概要と所見でございますが、詳細につきましては、お手元の

決算審査意見書をご覧いただきますよう、お願い申し上げ決算審査の報告とさせ

ていただきます。 

 次に２７ページから３２ページの「平成２２年度大台町の定額の資金を運用す

るための基金運用状況について」でございますが、審査は平成２３年８月４日に

実施し、その結果、平成２２年度大台町土地開発基金、平成２２年度大台町国民

健康保険高額療養費貸付基金、いずれもその係数は関係書類と照合した結果、誤

りのないものと認められました。 

  以上、各審査の結果報告とさせていただきます。 

 

   

○議長（大西慶治君）  お諮りします。 

  日程第１２  認定第１号から日程第２０  認定第９号までは質疑を省略し、総

務教育民生常任委員会に付託し、審査したいと思います。 
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  ご異議ございませんか。 

                      （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  異議なしと認めます。 

  したがって、日程第１２  認定第１号から日程第２０  認定第９号までは、質

疑を省略し、総務教育民生常任委員会に付託し、審査することに決定しました。 

 

  
      議案第５７号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君）  日程第２１  議案第５７号「和解及び損害賠償の額の決

定について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君）  議案第５７号  和解及び損害賠償の額の決定につき

まして、提案理由のご説明を申し上げます。 

  平成２３年８月１８日、午後５時４５分ごろ、三瀬谷小学校前の町道において、

三瀬谷小学校スクールバスと大台町下三瀬在住の運転する自動車のそれぞれのバ

ックミラーが接触し損傷をいたしました。 

 この度、本町が加入しております財団法人全国自治協会自動車損害共済を窓口

として、相手方との協議の結果、本町の過失割合を５０％として、車両保険の範

囲内の４万８３００円を支払うことで合意にいたりました。 

 地方自治法第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会の議決を

求めるものでございます。なお、今後はこのようなことのないよう十分注意して

まいります。 

 ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５７号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 議案第５７号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

            （ 全 員 起 立 ） 

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５７号は原案のとおり可決されました。 

 

  
        議案第５８号の上程～採決 

 

○議長（大西慶治君）  日程第２２  議案第５８号「平成２３年度大台町一般会

計補正予算（第７号）」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君）  議案第５８号  平成２３年度大台町一般会計補正予

算（第７号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ４万９０００円を追加し、総額

６５億３８４８万２０００円とするものでございます。 

 内容につきましては、先ほどの議案第５７号でご説明申し上げました賠償金で
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ございます。補正財源といたしましては、損害賠償にかかる全国町村会公有自動

車損害共済保険金でございます。 

 以上、ご審議のうえ、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（大西慶治君） これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

          （「な    し」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第５８号を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 議案第５８号は原案のとおり決定することに、賛成の方は起立願います。 

            （ 全 員 起 立 ） 

○議長（大西慶治君） 起立全員です。 

 したがって、議案第５８号は原案のとおり可決されました。 

 

  
        議案第５９号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君）  日程第２３  議案第５９号「大台町町道路線の認定につ

いて」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長。 
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○建設課長（高松淳夫君）  議案第５９号  大台町町道路線の認定につきまして、

提案理由のご説明を申し上げます。 

  町道八幡十南寺線は、上三瀬地内の町道下三瀬上三瀬線と町道上三瀬空出線を

結ぶ路線で、平成２年度に中山間事業の集落間の連絡道として整備されたものを、

農道として管理してまいりましたが、町道認定し管理を行いたく、道路法第８条

第２頃の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 

  ご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

  
       議案第６０号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君）  日程第２４  議案第６０号「大台町町道路線の変更につ

いて」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長。 

○建設課長（高松淳夫君）  議案第６０号  大台町町道路線の変更につきまして､ 

提案理由のご説明を申し上げます。 

  町道下楠寺前線の終点を町道楠ケ野線まで約５２０ｍ延長し管理を行いたく、

道路法第１０条第３項の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 

  ご審議のうえ、ご承認賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
       議案第６１号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君）  日程第２５  議案第６１号「大台町町道路線の変更につ

いて」を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  建設課長。 
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○建設課長（高松淳夫君）  議案第６１号  大台町町道路線の変更につきまして､ 

提案理由のご説明を申し上げます。 

  町道川向中央線の終点の地番が用地の境界立会の結果、間違いが判明いたしま

して、終点の変更をいたしたく、道路法第１０条第３項の規定により議会の議決

をお願いするものでございます。 

  ご審議のうえ、ご承認賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
       議案第６２号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君）  日程第２６  議案第６２号「三瀬谷地区統合簡易水道導

水管布設工事（第１６工区）請負契約の締結について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君） 議案第６２号 三瀬谷地区統合簡易水道事業導

水管布設工事（第１６工区）の請負契約の締結につきまして、提案理由のご説明

を申し上げます。 

 去る８月３０日、一般競争入札を行いました結果、請負業者が決定しましたの

で、工事請負契約を締結いたしたく、大台町議会の議決に付するべき契約及び財

産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決をお願いする

ものでございます。 

 本工事は三瀬谷地区統合簡易水道事業による導水管の布設を、熊内地内に行う

ものでございます。 

 ご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

  
       議案第６３号の上程～説明 
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○議長（大西慶治君）  日程第２７  議案第６３号「大台町地域活性化条例の制

定について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  企画課長。 

○企画課長（東 久生君）  議案第６３号  大台町地域活性化条例について、提

案理由のご説明を申し上げます。 

 この条例は、町民の皆様と行政が協働して、「住んでよかった」「ずっと住み

続けたい」と誰もが思えるまちづくりを進めるために、大台町の地域づくりと集

落対策へ向けた町の方針を条例化させていただくものでございます。 

 大台町の現状につきましては、少子高齢化の中で、若者が流出し過疎化が進ん

でおります。また過疎化と経済不況により、農林業をはじめとする地場産業が衰

退し、就業機会の消失や担い手不足、耕作放棄地の増加など、町の課題は増大し

てきています。 

 また町内には６５歳以上の方が５０％以上を占める集落も多く、近い将来集落

維持ができない集落も出てくることも予想されます。地域の方々が豊かでいきい

きと元気に暮らすための地域づくりや、集落の維持が危うい地域では、地域づく

りのほかに集落の維持ができるような、集落対策が必要と考えます。 

 地域づくりに向けた諸施策や集落対策については、地域の皆様と行政が協働で

今までにも取り組んでまいりましたが、町としての方針や諸施策を明確にし、町

民の皆様のご理解のもと、協働して地域づくりに取り組むため、大台町地域活性

化条例案を上程するものでございます。よろしくご審議のうえ、ご承認賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
       議案第６４号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君）  日程第２８  議案第６４号「大台町地域活性化基金条例
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の制定について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  企画課長。 

○企画課長（東 久生君）  議案第６４号  大台町地域活性化基金条例について、

提案理由のご説明を申し上げます。 

 この基金は、先の議案第６３号で上程させていただきました、大台町地域活性

化条例に基づく、地域の活性化や集落の維持存続に向けた事業の財源として活用

することを目的に、地方自治法第２４１条に基づき、基金を設置しようとするも

のでございます。よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

 

  
       議案第６５号の上程 ～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第２９ 議案第６５号「大台町委員会の委員等の報

酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 教育課長。 

○教育課長（野呂茂生君）  議案第６５号 大台町委員会の委員等の報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の改正につきましては、「スポーツ振興法」が全面改正され、「スポーツ

基本法」となり、本年８月２４日に施行されたことに伴い、大台町委員会の委員

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 内容につきましては、スポーツ振興法第１９条に規定されていた「体育指導

員」が、スポーツ基本法では「スポーツ推進委員」として位置づけされたことに

よる改正でございます。よろしくご審議のうえ、ご承認賜りますよう、よろしく
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お願い申し上げます。 

 

  
       議案第６６号の上程～説明  

 

○議長（大西慶治君） 日程第３０ 議案第６６号「大台町税条例等の一部を改

正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 税務課長。 

○税務課長（立井靖樹君） 議案第６６号 大台町税条例等の一部を改正する条

例について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の改正につきましては、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して

税制の整備を図るための地方税法の一部を改正する法律」が本年６月３０日に公

布されたことに伴い、町税条例等の一部を改正するものです。 

 主な改正内容につきましては、「個人住民税の寄附金税制の改正」と「町民税

の申告などに関する罰則を見直し」でございます。 

 「個人住民税の寄附金税制の改正」につきましては、平成２４年度から個人住

民税にかかる寄附金税額控除の対象について、特定非営利活動法人に対する寄附

金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、町が定めるものを追加す

ることとし、さらに寄附金税額控除の適用下限額を５０００円から２０００円に

引き下げるものであります。 

 また「町民税の申告などに関する罰則の見直し」につきましては、町民税、固

定資産税、軽自動車税などの不申告に関する過料について、３万円以下から１０

万円以下に改めるとともに、新たにたばこ税、鉱山税、特別土地保有税に不申告

に関する過料の規定を設けるものであります。 

 その他の改正につきましては、寄附金税額控除の改正に伴う読替規定の整備や、

肉用牛の売却による事業所得にかかる町民税の課税の特例の見直しや、上場株式
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等の配当及び譲渡所得等にかかる軽減税率の延長の規定の整備などでございます。 

 以上、提案理由とさせていただきますので、ご審議のうえ、ご承認賜りますよ

う、よろしくお願いします。 

 

  
       議案第６７号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３１ 議案第６７号「大台町災害弔慰金の支給等

に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町民福祉課長。 

○町民福祉課長（磯田諄二君） 議案第６７号 大台町災害弔慰金の支給等に関

する条例の一部を改正する条例の提案理由のご説明を申し上げます。 

 定例会資料の新旧対照表の２８ページをご覧ください。一番最後のページです。

左側、改正案の下線部分が今回改正となったところでございます。本条例の改正

につきましては、本年３月１１日発生の東日本大震災の被害の甚大さ等に鑑み災

害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が、平成２３年７月２９日

に公布、施行されたことによるものでございます。 

 改正内容につきましては、災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、「死亡

した者の死亡当時における兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、ま

たは生計を同じくしていたものに限る）」を加える改正でございます。ご審議の

うえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

  
       議案第６８号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３２ 議案第６８号「平成２３年度大台町一般会

計補正予算（第８号）」を議題とします。 
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 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

○総務課長（上瀬勉史君）  議案第６８号 平成２３年度大台町一般会計補正予

算（第８号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、主に普通交付税の額の確定と平成２２年度決算に

よる繰越金の額の確定、歳出では台風６号に伴う災害復旧工事及び台風１２号に

かかる消防費の追加でございまして、歳入歳出それぞれ６億２６９４万１０００

円を追加し、総額７１億６５４２万３０００円とするものでございます。 

 また、第２表では主に災害復旧事業に伴う地方債の補正の提案をさせていただ

いております。 

 それでは、まず歳出の主なものについてご説明を申し上げます。 

 １５ページをお願いいたします。２款・総務費、財産管理費につきましては、

額の確定によりまして財政調整基金１億８７２８万９０００円を計上いたしまし

た。なお歳入では財政調整基金繰入金を逆に２億２６７２万３０００円減額をし

ております。また、大台町地域活性化基金として、町営住宅２棟の売払いを財源

として１３３０万６０００円を追加いたしました。 

 宮川総合支所費、大杉谷出張所費では、地域の集落再生活性化支援事業補助金

を財源といたしまして、茂原モミジの郷創造事業の苗木等の購入費用１６０万１

０００円、地域資源利活用の原材料費として６０万円を追加いたしました。 

 １７ページをお願いいたしたいと思います。民生費、社会福祉総務費では、成

年後見人の謝礼といたしまして１８万円を追加をいたしております。 

 １８ページでございます。放課後児童健全育成費につきましては、安心こども

基金地域子育て創生事業補助金を財源といたしまして、三瀬谷放課後児童クラブ

館に配置予定の学童保育備品、ＡＥＤでございますけれども、４０万円を追加い

たしました。環境衛生費では真手公園で大雨が降った時などに、水がオーバーフ

ローするため、その改修のための設計業務委託料４５万円を計上をいたしており
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ます。 

 ２０ページをお願いいたしたいと思います。農林水産業費では台風６号に伴い

ます小規模治山事業費１００万円、立木処理委託料２００万円を増額をしており

ます。作業路開設補助金は、当初計画から下真手中山支線の延長を、大幅に増や

したことにより１１４５万５０００円を増額いたしました。 

 ２１ページ、山村振興費でございますけれども、昨年度の損益に対し、経営安

定補助金として、宮川観光振興公社と道の駅奥伊勢おおだいに対しまして、それ

ぞれ１３５７万９０００円と９５０万９０００円の補助金を計上いたしました。

財源といたしましては、地場産業振興基金繰入金でございます。 

 ２２ページでございます。道路維持費でも台風６号に伴います修繕費８００万

円、橋梁新設改良費では事業を前倒しで進めていくために、事業費の概ね確定し

た工事を減額して、駒の谷橋、金生橋の耐震補強工事を追加して補正をしており

ます。 

 ２３ページ非常備消防費でございます。東日本大震災に伴う公務災害補償の確

実な実施の確保を図るため、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律

施行令の一部改正があったことから、９２３万４０００円を増額しております。 

 防災費では、地域減災力強化推進補助金を財源といたしまして、避難所用の間

仕切り１２０張、簡易更衣室２２張などの災害用備蓄品２３０万円と、大台町地

域に配備いたします衛星電話２８０万円を計上しております。また台風１２号の

災害対策にかかる費用を計上しております。特に、警戒体制が長引いたことによ

ります時間外６５０万円、冷蔵庫などの避難所用の備品２０万円でございます。

また、始神高中継局への林道の一部が地滑りすることにより崩落し、送電線ケー

ブルがせん断しました。そのためケーブル仮設工事２００万円と、被災した道路

に代わる代替道路の整備に必要な概略設計業務委託料１８０万円の追加をいたし

ております。 

 ２６ページから２７ページでございます。台風６号に伴います災害復旧費用を
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国庫支出金と起債分担金を財源といたしまして、林業用施設では３億１１００万

円、公共土木施設では３０５０万円を計上いたしました。 

 次に、これらの補正財源について、歳出で申し上げていない主なものについて、

ご説明を申し上げます。戻っていただきまして、８ページでございます。８款・

地方特例交付金については、額の確定によりまして、減収特例交付金２８４万３

０００円を増額し、逆に児童手当及び子ども手当特例交付金を２４０万５０００

円減額しております。 

 ９款・地方交付税では、普通交付税について、合併算定替による交付額が確定

いたしましたので、３億９８５７万８０００円を増額いたしました。その結果、

普通交付税の総額は３１億９８５７万８０００円となります。 

 １１款・災害復旧費分担金９７６万円につきましては、林業用施設災害復旧費

にかかる分担金でございます。 

 １２ページをお願いいたします。１８款・繰越金は額が確定をいたしまして、 

１億６７６９万円となりましたので、前年度繰越金１億１７６９万円の増額補正

をいたしました。 

 １３ページ２０款・町債では、災害復旧事業による現年発生補助災害復旧事業

債１億１３１０万円を増額する一方、交付税振替分を多く計上いたしておりまし

た臨時財政対策債を４７４０万円減額をいたしました。 

 以上、ご審議のうえ、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
       議案第６９号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３３ 議案第６９号「平成２３年度大台町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長。 
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○健康ほけん課長（大滝安浩君） 議案第６９号 平成２３年度大台町国民健康

保険事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由のご説明を申し上げま

す。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ２４３０万９０００円を追加し

て、歳入歳出の総額を１２億１６５５万２０００円と定めるものでございます。 

 歳入につきまして、ご説明申し上げます。５ページ、３款・国庫支出金で老人

保健医療費拠出金１００万円不要となったための療養給付費等負担金３３万３０

００円の減額と、財政調整交付金６万６０００円の減額。７款・県支出金におき

ましても、６万６０００円の減額。１０款・繰越金として２４３２万円の増額。 

 ６ページ、１１款・諸収入で老人保健拠出金還付金として４５万４０００円を

計上いたしました。 

 歳出につきましては、７ページ、２款・保険給付費では、高額療養費が伸びて

おりますので、２１８２万円の増額、５款・老人保健拠出金が不要となったため

１００万円の減額。１１款・諸支出金では２２年度の出産一時金精算金として１

万９０００円と、療養給付費負担金の精算金３４２万７０００円、特定健診負担

金精算金４万３０００円、あわせて３４８万９０００円の増額計上いたしました。 

 以上、ご審議のうえ、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
       議案第７０号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３４ 議案第７０号「平成２３年度大台町簡易水

道事業特別会計補正予算（第３号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君）  議案第７０号  平成２３年度大台町簡易水道事

業特別会計補正予算（第３号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 
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 まず歳出につきまして、ご説明申し上げます。２款・簡易水道費、簡易水道維

持費では５３０万円の増額で、主なものは浄水場保守点検に伴う修繕費１１３万

９２５０円、弥起井浄水場コンプレッサー修繕１２４万９５００円、東部浄水場

一次ろ過コンプレッサー修繕費９２万６１００円などでございます。 

 新設改良費では、委託料５１０万円の増額で、日進川添地区統合簡易水道事業

測量設計業務委託によるものでございます。この委託料５１０万円を工事費５１

０万円を減額として振り替えるというふうなことでございます。 

 次に、歳入につきまして、一般会計繰入金１８９万９０００円を減額し、繰越

金７１９万９０００円を増額するものでございます。 

 歳入歳出それぞれ５３０万円を増額し、予算総額１２億８８６１万４０００円

とさせていただく補正予算でございます。よろしくご審議のうえ、ご承認賜りま

すよう、よろしくお願いします。 

 

  
       議案第７１号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３５ 議案第７１号「平成２３年度大台町住宅新

築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 町民福祉課長。 

○町民福祉課長（磯田諄二君） 議案第７１号  平成２３年度大台町住宅新築資

金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由のご説明を申し上

げます。 

 今回の補正は、前年度からの繰越金２７万８０００円と、これによります一般

会計からの繰入金２７万８０００円を減額するものでございます。 

 ご審議のうえ、ご承認賜りますよう、お願い申し上げます。 
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       議案第７２号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３６ 議案第７２号「平成２３年度大台町介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君） 議案第７２号  平成２３年度大台町介護保険

事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由のご説明を申し上げます。 

 補正の内容は、平成２２年度精算によるもので、歳入歳出それぞれ３７４８万

５０００円を追加して、歳入歳出の総額を１１億９２９７万５０００円と定める

ものです。 

 歳入からご説明申し上げます。 

 ５ページ、２款・国庫支出金の介護給付費負担金で、平成２２年度精算金追加

として１４３万２０００円。３款・支払基金交付金の地域支援介護予防交付金で

平成２２年度の精算金追加として、１６万８０００円。８款・繰越金につきまし

ては、前年度繰越金３３３０万４０００円。９款・諸収入では平成２２年度各委

託事業の精算による返還金２５８万１０００円を計上いたしました。 

 次に歳出についてご説明申し上げます。 

 ７ページ、４款・基金積立金で過年度精算金として１５８３万円を計上。６

款・諸支出金では平成２２年度精算による返還金で、介護給付費県負担金５３０

万円、介護給付費支払基金交付金５４４万１０００円。地域支援介護予防国交付

金４２万６０００円、同じく県交付金２１万３０００円を計上。一般会計への返

還金として繰出金１０２７万５０００円を計上いたしました。 

 以上、ご審議のうえ、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
       議案第７３号の上程～説明 
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○議長（大西慶治君） 日程第３７ 議案第７３号「平成２３年度大台町生活排

水処理事業特別補正予算（第２号）」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君）  議案第７３号  平成２３年度大台町生活排水処

理事業特別会計補正予算（第２号）につきまして、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

 歳出からご説明申し上げます。 

 １款・総務費、１項・総務管理費に償還金利子及び割引料５０００円を、使用

料及び賃貸料３万円を増額いたします。 

 次に、歳入につきまして、ご説明を申し上げます。 

 ６款・繰入金の一般会計繰入金４９３万３０００円を減額し、７款・繰入金４

９７万６０００円を増額し、８款・諸収入の３項・雑入に過誤納返納金１０００

円を増額いたしました。 

 歳入歳出それぞれ３００３万５０００円を増額し、予算総額を３億７６３６万

３０００円とさせていただく補正予算でございます。よろしくご審議の上、ご承

認賜りますようお願いいたします。 

 

  
    議案第７４号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３８ 議案第７４号 平成２３年度大台町後期高

齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  健康ほけん課長。 

○健康ほけん課長（大滝安浩君）  議案第７４号  平成２３年度大台町後期高齢
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者医療事業特別会計補正予算（第１号）について、提案理由のご説明を申し上げ

ます。 

  今回の補正は、平成２２年度精算によるもので、歳入歳出それぞれ１８万６０

００円を追加して、歳入歳出の総額を２億５６４１万８０００円と定めるもので

ございます。 

  歳入につきまして、５ページ、５款・繰越金、前年度繰越金１８万６０００円

を計上いたしました。 

  歳出につきましては、２款・後期高齢者医療広域連合費で保険料等納付金とし

て４０００円増額し、４款・予備費で１０００円を減額、５款・諸支出金で一般

会計繰出金１８万３０００円を計上いたしました。 

  以上、ご審議のうえ、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

  
○議長（大西慶治君） 会議の途中ですが、しばらく休憩をいたします。 

 再開は３時２５分とします。 

                      （午後３時１３分 休憩） 

                      （午後３時２５分 再開） 

○議長（大西慶治君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  
 

○議長（大西慶治君） 生活環境課長より、議案第７３号 生活排水処理事業特

別会計補正予算（第２号）について、説明の訂正の申込みがございますので、発

言を許可します。 

 生活環境課長。 

○生活環境課長（鈴木好喜君） 失礼します。 

 先ほど、歳入の中で、「７款・繰入金」というふうに言わさせていただいたん

ですけども、これは「７款・繰越金」ですので、ご訂正をお願いいたします。 
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     発議第４号の上程～説明 

 

○議長（大西慶治君） 日程第３９ 発議第４号「議会の委任による町長の専決

処分について」を議題とします。 

 本案について、趣旨説明を求めます。 

 小野恵司議員。 

○１０番（小野恵司君） それでは、発議第４号 議会の委任による町長 

の専決処分について、趣旨説明を申し上げます。 

 本案は議会の権限に属する事項で、町において専決をすることのできる事項を

定めるものであります。内容につきましては、近年、町の公用車が関係する交通

事故で結果的に軽易な交通事故による損害賠償を伴った和解が散見されています

が、これらの議案は議会の議決を要する事件であるため、タイムリーに和解が行

われにくい現実があります。このため、早期の救済等、加害者の立場をできる限

り尊守することはいうまでもありませんが、被害者、加害者双方の和解が時間的

に制約されることなく、円滑に行えることを目的として、保険金等で支払われる

１００万円以下の金額のものについて、町長において専決処分をすることができ

る事項として指定するため、地方自治法第１８０条第１項の規定により議決を求

めるものであります。 

 先の議案第５７号でもあったようにですね、８月１８日に起こった事故でも、 

早期に和解しても決算されるのが、約１カ月も時間がかかっており、このような

タイムロスをなくし、今議会でも上がりましたが、少しでもこういったことが簡

易に解決できるようなための案であります。議員各位のご理解とご賛同を求める

ものであります。 

 

  
        請願第１号の上程～委員会付託省略 
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○議長（大西慶治君）  日程第４０  請願第１号「『教職員定数改善計画』の着

実な実施と教育予算拡充を求める請願書」を議題とします。 

  お諮りします。 

  紹介議員に、趣旨説明をさせたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

                      （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  異議なしと認めます。 

  よって、紹介議員に趣旨説明を求めます。 

  上岡國彦議員。 

○１３番（上岡國彦君）  「『教職員定数改善計画』の着実な実施と教育予算拡

充を求める請願書」について、請願の理由を申し上げます。 

  ２０１０年８月、文科省は１０年ぶりに、小中学校の少人数学級３５人、３０

人学級の推進、公立高等学校等の教職員配置の改善等が盛り込まれた、教職員定

数改善計画を策定。２０１１年度は、小学校１年生の３５人学級が実現しました。

学級編制基準の引き下げは３０年ぶりであり、子どもと向き合う時間を大切する

ため、加配定数の改善ではなく、基本となる教職員定数の改善がされたことは意

味があることです。 

 三重県では、２００３年度から既に小学校１年生の３０人学級、下限２５人が

実施されており、その後も小学校２年生の３０人学級、下限２５人、中学校１年

生の３５人学級、下限２５人と他学年への弾力的運用等拡充しています。 

今年度は国の施策と連動したことにより、少人数学級適用外だった部分が一部解

消され、さらなる拡充につながっています。少人数学級は実施されている学校で

は、子どもたちが活躍する場が増えて、ますます意欲的になった。子どもの話を

じっくり聞くことができる等の保護者、教職員の声があり、大きな成果をあげて

います。 
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 ４月１５日に改正された「義務標準法」の附則には、今後の学級編成基準の順

次改定、法整備等について、政府はこれらを検討し、措置を講じるとともに必要

な安定した財源の確保に努めることと盛り込まれています。文科省は６月から

「検討会議」を開催し具体的な検討を進めており、２０１２年度概算要求に反映

されるとしています。検討会議では多くの委員から「まずは継続的、計画的な３

５人学級の進行で小中全学年の制度化を」との意見がありました。また、事務職

員や養護教諭の増員、スクールカウンセラーの配置等、根本的な定数改善を求め

る意見もありました。今後、高校も含めた教職員定数改善計画の着実な実施を求

めていく必要があります。 

  日本の教育機関に対する公財政支出の対ＧＤＰは、ＯＥＣＤ加盟国のなかで最

低レベルの３．３％となっており、ＯＥＣＤ平均４．８％には程遠い実態があり

ます。山積する教育課題の解決をはかり、未来を担う子どもたち一人ひとりを大

切にした教育をすすめるためには、教育予算の拡充が必要です。ＯＥＣＤ平均以

上となるよう求めていかなければなりません。 

  以上のような理由から、「教職員定数改善計画」の着実な実施と教育予算の拡

充を強く切望するものであります。議員各位の賛同を、よろしくお願いします。 

○議長（大西慶治君） お諮りします。 

 請願第１号は会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略した

いと思います。 

 ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第１号は委員会の付託を省略することに決定しました。 

 

  
       請願第２号の上程～委員会付託省略 
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○議長（大西慶治君）  日程第４１  請願第２号「保護者負担の軽減と就学・修

学支援に関わる制度の拡充を求める請願書」を議題とします。 

  お諮りします。 

  紹介議員に、趣旨説明をさせたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

                      （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  異議なしと認めます。 

  よって、紹介議員に趣旨説明を求めます。 

  上岡國彦議員。 

○１３番（上岡國彦君）  「保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の

拡充を求める請願書」について、請願の理由を申し上げます。 

  経済・雇用情勢の悪化は､ 子どもたちのくらしや学びに大きな影響を与えてい

ます。文科省は２０１０年６月に公表した、平成２１年度版、文部科学白書の中

で、経済格差が教育格差につながっていると分析し、日本は家計の教育費負担が

大きく公的支出が少ない。教育分野に公的支出を増やすべきだとしています。白

書によると、日本は、教育支出における私費負担率は、ＯＥＣＤ加盟国の中で非

常に高く、特に就学前教育段階が５６．６％、高等教育段階は６７．８％であり、

ＯＥＣＤ平均、就学前教育段階１９．３％、高等教育段階２７．４％を大きく上

回っています。また子どもの貧困はますます深刻化しており、日本の子どもの貧

困率は１５．７％ということが明らかになっています。（２０１１年７月厚生省

発表。） 

  このようななか、国・県においては、学びたくても学べない、働きたくても働

けないという状況を改善すべく施策として、高校無償化、奨学金制度の改善、就

労支援の充実等が進められ、一定の成果があります。 

  しかし、保護者の負担が十分軽減されたわけではありません。県内の奨学金制

度の貸与者は１５２６人となっており、昨年度と同時期より６５人増加していま
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す。また授業料は無償となったものの入学料、教育費等の保護者負担が多いこと、

就学支援の受給者が増加し、中途退学、進学を断念せざるをえない子どもの増加

等の課題があります。また国においては、２０１１年度文科省概算要求に「給付

型奨学金の創設」が盛り込まれましたが、政府予算案には盛り込まれず課題とな

っています。 

 以上のような理由から、すべて子どもたちの豊かな学びの保障に向け、保護者

負担の軽減と、就学・修学保障制度の拡充を強く切望するものであります。 

  以上です。 

○議長（大西慶治君）  お諮りします。 

 請願第２号は会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略した

いと思います。 

 ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第２号は委員会の付託を省略することに決定しました。 

 

  
          請願第３号の上程～委員会付託省略 

 

○議長（大西慶治君）  日程第４２  請願第３号「義務教育費国庫負担制度の存

続と全額国負担を求める請願書」を議題とします。 

  お諮りします。 

  紹介議員に、趣旨説明をさせたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

                      （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  異議なしと認めます。 

  よって、紹介議員に趣旨説明を求めます。 
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  上岡國彦議員。 

○１３番（上岡國彦君）  「義務教育費国庫負担制度の存続と全額国負担を求め

る請願書」について、趣旨の説明をします。 

  請願の理由、政府は地域主権の確立に向け、補助金のあり方を見直し、一括交

付金化を進めています。義務教育費国庫負担金が検討の対象となっており、２０

１０年６月に閣議決定された地域主権戦略大綱には、一括交付金化の対象外とす

ると示されましたが、今後も注視しなければなりません。 

  １９５０年、地方自治を進めるという観点から、義務教育費国庫負担制度は廃

止、一般財源化されました。その結果、児童一人当りの教育費に約２倍の地域間

格差が生じ、１９５３年に義務教育費国庫負担制度は復活しました。しかし、１

９８５年以降再び義務教育費国庫負担金の一般財源化を押し進められ、２００６

年には国庫負担率３分の１に縮減されました。地方財政が年々厳しくなり、多く

の自治体で予算措置されている教育費は削減され、地方交付税で措置されている

水準に達しておらず、地域間格差は約６倍に広がっています。 

 義務教育費国庫負担制度の廃止・縮減は、地域間格差を招き、教育の機会均等

を脅かしています。義務教育費国庫負担制度は、義務教育の根幹である「無償

制」「教育の機会均等」「教育水準の維持向上」を保障するため、国が必要な財

源を保障するとの趣旨で確立されたものです。義務教育はすべて国が責任を持っ

て行うべきものであり、地域主権を進める等として、地域に責任を転嫁すること

は決して許されることではありません。未来を担う子どもたちの 

「豊かな学び」を保障することは、社会の基盤づくりにとって、極めて重要なこ

とであり、確固とした義務教育費国庫負担制度により保障されなければなりませ

ん。その時々の地方の財政状況に影響されることのないよう、全額国庫負担すべ

きです。 

  以上のような理由から、義務教育費国庫負担制度の存続及び全額国負担を強く

切望するものであります。 
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○議長（大西慶治君）  お諮りします。 

 請願第３号は会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略した

いと思います。 

 ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第３号は委員会の付託を省略することに決定しました。 

 

  
        請願第４号の上程～委員会付託省略 

 

○議長（大西慶治君）  日程第４３  請願第４号「防災対策の見直しをはじめと

した総合的な学校安全対策の充実を求める請願書」を議題とします。 

 お諮りします。 

  紹介議員に、趣旨説明をさせたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

                      （「異議なし」と呼ぶ声あり） 

○議長（大西慶治君）  異議なしと認めます。 

  よって、紹介議員に趣旨説明を求めます。 

  上岡國彦議員。 

○１３番（上岡國彦君）  「防災対策の見直しをはじめとした総合的な学校安全

対策の充実を求める請願書」について、請願の理由を申し上げます。 

 政府の調査では、三重県に最も大きな影響を与える東南海・南海地震が、今後

３０年以内に発生する確率は６０％から７０％ということが明らかになっていま

す。２０１０年１月１日現在、東海地震はいつ発生してもおかしくない状況であ

り、三つの地震が連動して発生した時の地震規模は、マグニチュード８．７以上

になると予測されています。このような状況の中、東海地震にかかる地震防災対
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策強化地域に県内１０市町が、東南海・南海地震防災対策推進地域に県内全域が

指定されています。 

 三重県では学校の耐震化が着実に進められており、２０１１年４月現在の耐震

化率は、障害児学校は１００％、高校は９６．６％、小中学校は９５．２％とな

っています。政府は防災対策の見直しを進めており、地震防災対策特別措置法、

公立学校施設整備基本方針等の改正を行い、２０１５年までの５年間のできるだ

け早い時期に、公立学校の耐震化を完了させるという目標が盛り込まれました。 

 学校は、子どもたちをはじめ多くの地域住民が活動する場であり、地域の拠点

です。災害時には避難場所となるというような役割を担っています。早急に老朽

化した校舎の改築など、施設の安全性を高めていく必要があります。また、学

校・家庭・地域が連携して、災害から子どもを守る必要があり、巨大地震等の災

害を想定した防災対策の見直しや充実が急務です。 

 近年、交通事故、不審者による声かけやつきまとい等、子どもたちが被害者と

なる事故や事件があとをたちません。三重県は「子ども安全・安心サポート緊急

雇用創出事業」「防犯教育実践事業」等を実施しており、学校ではこれらの事業

を活用し、保護者、地域の人々が連携を強め、集会の開催、通学路の安全確保等、

さまざまな取り組みが進められています。 

 子どもたちの安全・安心の確保に向け、学校内外で子どもの命や安全をどう守

るか、総合的な学校安全対策を充実させなければなりません。 

 以上のような理由から、巨大地震等の災害を想定した防災対策の見直しをはじ

め、総合的な学校安全対策の充実をすすめることを強く切望するものであります。 

○議長（大西慶治君） お諮りします。 

  請願第４号は会議規則第９２条第２項の規定により、委員会の付託を省略した

いと思います。 

 ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ声あり） 
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○議長（大西慶治君） 異議なしと認めます。 

 したがって、請願第４号は委員会の付託を省略することに決定しました。 

 

  
      散会の宣言 

 

○議長（大西慶治君）  これで、本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれで散会します。 

  次回は、明日１３日、火曜日、午前９時より再開いたします。 

  皆さん、ご苦労様でした。 

                                              （午後３時４８分  散会） 

 

  
 


